
- 0 - 

 

 

  

平成３０年北海道胆振東部地震に伴う

大規模停電に関する検証委員会 

中間報告 

（本文） 

（案） 

 

2018 年 10 月 日 

平成３０年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会 

 

第 3回北海道胆振東部地震に伴う大規模

停電に関する検証委員会 資料３－２ 



i 

 

目  次 

はじめに ....................................................................................................................... 1 

 

第１章 検証の目的と考え方 ....................................................................................... 2 

１．検証委員会の設置について ........................................................................................ 2 

２．検証の目的 ................................................................................................................ 2 

３．検証委員会の体制 ...................................................................................................... 2 

４．検証の留意点 ............................................................................................................. 3 

５．検証委員会の活動状況 ............................................................................................... 3 

６．検証委員会の検証の対象 ........................................................................................... 3 

 

第２章 地震発生からブラックアウトに至る経緯について ......................................... 4 

１．事象解明の方法について ........................................................................................... 4 

２．検証に用いた主なデータについて .............................................................................. 5 

３．地震発生直前の系統状態 ........................................................................................... 6 

４．地震発生直後①（地震発生～周波数回復）（９月６日３時８分から３時９分まで）  

 ............................................................................................................................... 9 

（１）地震発生直後①（９月６日３時８分から３時９分まで）の系統状態 .................. 9 

（２）道東エリアの状況 ............................................................................................. 11 

５．地震発生直後②（送配電線再送電～負荷遮断２回目）（９月６日３時９分から３時 24

分まで） ............................................................................................................... 15 

（１）地震発生直後②－１（周波数回復～苫東厚真１号機出力低下）（９月６日３時９

分から３時 19分まで） .................................................................................... 15 

（２）地震発生直後②－２（苫東厚真１号機出力低下～負荷遮断２回目）（９月６日３

時 20 分から３時 24分まで） ........................................................................... 16 

６．負荷遮断２回目からブラックアウトまで（９月６日３時 24分から３時 25分まで） 19 

７．認定された事象とその対応状況について ................................................................. 21 

（１）認定された事象について .................................................................................. 21 

（２）ガバナフリー及び AFC での対応について .......................................................... 22 

（３）系統電圧（発電所電圧）への対応について ...................................................... 25 

８．今後確認が必要な事項について ............................................................................... 28 

９．小括 ......................................................................................................................... 29 

 

 



ii 

 

第３章 ブラックアウトから一定の供給力（約 300万 kW）確保に至る経緯（９月６日

及び７日）について ......................................................................................... 30 

１．事象解明の方法について ......................................................................................... 30 

２．ブラックアウトから一定の供給力（約 300万 kW）確保に至る経緯 .......................... 31 

（１）復旧に至るまでの各段階における経緯 ............................................................. 31 

（２）ブラックアウトから一般負荷送電完了までに至る時系列（９月６日３時 25 分か

ら９月８日０時 13 分まで） ............................................................................. 44 

３．ブラックアウトから一般負荷送電完了に至るまで（９月６日３時 25分から９月８日

０時 13分まで）の復旧状況に関する検証のポイント ............................................ 45 

（１）手順書どおりに復旧を進めたか ........................................................................ 45 

（２）復旧に時間がかかりすぎていないか ................................................................. 47 

４．ブラックアウトに備えた復旧方針等の整備と訓練の状況に関する検証のポイント ... 51 

（１）復旧手順の整備 ................................................................................................ 51 

（２）訓練の実施状況 ................................................................................................ 52 

（３）復旧体制（人員の確保）について .................................................................... 52 

５．補論 ......................................................................................................................... 53 

６．小括 ......................................................................................................................... 54 

 

第４章 再発防止策について ..................................................................................... 55 

１．総論 ......................................................................................................................... 55 

２．地震発生からブラックアウトに至るまでに発生した事象の原因を踏まえた対策（ブ

ラックアウト再発防止策） .................................................................................... 56 

（１）基本的な考え方 ................................................................................................ 56 

（２）北海道エリアにおける当面（今冬）の運用上の早期対策 .................................. 59 

（３）北海道エリアにおける運用上の中長期対策 ...................................................... 67 

（４）北海道エリアにおける設備形成上の中長期対策 ............................................... 70 

３．ブラックアウトから一定の供給力確保に至るまでに発生した事象における課題を踏

まえた対応策（ブラックアウト後の停電規模抑制策） .......................................... 72 

 

おわりに ..................................................................................................................... 73 

 

  



 

1 

 

はじめに 

 

 2018 年９月６日３時７分に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震に伴い、北海道エリ

アにおいて、1951 年の９電力体制（1972 年の 10 電力体制）成立以降では我が国初となる

一エリア全域に及ぶ大規模停電（以下「ブラックアウト」という）が発生した。 

 これに伴い、2018 年９月 11 日、世耕弘成経済産業大臣より、北海道電力と電力広域的運

営推進機関（以下「広域機関」という。）に対し、今回のブラックアウトの原因等について

の検証作業に着手するよう指示がなされた。 

この指示を受けた広域機関により、中立・公平な立場で、客観的なデータに基づき、第三

者を交えた透明性の高い厳正な検証を行っていくため、「平成３０年北海道胆振東部地震に

伴う大規模停電に関する検証委員会」（以下「検証委員会」という。）が設置された。また、

広域機関の定めた諮問事項にこたえるため、検証委員会は検証を進めてきた。 

検証委員会における現時点までの検証作業によって事実関係の把握や問題点の洗い

出しが概ね完了したことから、電力・ガス基本政策小委員会において示されているとお

り、本年 10 月中を目途に何らかの報告が求められていることを踏まえ、ここに中間報

告を取りまとめて公表することとした。 

 

本報告書では、今回の地震発生からブラックアウトに至るまでと、その後のブラックアウ

トから一定の供給力（約 300 万 kW）確保に至るまで、それぞれについて、これまでの検証

で判明した事実を基に一部シミュレーションによる確認も含め、主として技術的観点から

その再発防止策について考察と提言を行う。 

 

なお、その再発防止策としては、今冬に向けて早期に実施すべき対策のみならず、今後、

国等において今回の事象を踏まえた中長期な対策の検討の早期開始が可能となるよう、可

能な限り中長期的な対策について検討し、この中間報告にてお示しすることも検証委員会

の責務であると考え、併せてここに考察と提言を行っている。 

 

また、中間報告で取り上げた事項であっても、事実関係の解明が未了であって、現時

点では確定的な評価が困難なものもある。このようなものについては、今後、事実関係

の解明を進めた上で、最終報告においてその結果を報告することとしたい。このように、

最終報告に向けて更に検証が必要な部分については、中間報告の該当部分でその旨を記

載することとしている。 
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第１章 検証の目的と考え方 

 

１．検証委員会の設置について  

 

以下の事項について検討するため、広域機関の定款第 41 条第１項の規定に基づき、 

第 169 回広域機関理事会において、「平成３０年北海道胆振東部地震に伴う大規模停

電に関する検証委員会」が設置された。 

 

検証委員会設置の際に、広域機関理事会より諮問された事項は以下のとおり 
 

①北海道全域に及ぶブラックアウトの発生原因の分析（９月６日午前３時７分の地

震発生後、午前３時 25 分の大規模停電発生まで） 
 

②大規模停電後、一定の供給力（約 300 万 kW）確保に至るプロセス（９月６日及

び７日）における技術的な検証（ブラックスタート電源の立ち上げ等）  
 

③北海道エリア等において講じられるべき再発防止策等（停電規模抑制策含む）の

検討  

  

２．検証の目的  

  

検証委員会は、これまでに経験のないエリア全域で系統から電力供給が喪失するブ

ラックアウトが発生したことを踏まえ、一連の事象を明らかにし、原因究明とこれを

教訓とした再発防止策を検討することを目的としている。ただし、検証による原因究

明は、責任追及を目的とするものではない。  

 

３．検証委員会の体制  

 

構成メンバーは以下のとおり。 

委員長 横山 明彦 氏 （東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授） 

委 員 井上 俊雄 氏 （一般財団法人 電力中央研究所 システム技術研究所長） 

    岩船 由美子 氏（東京大学生産技術研究所 特任教授） 

    辻  隆男  氏（横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授） 

  

なお、オブザーバーとして、経済産業省電力安全課、資源エネルギー庁電力基盤整

備課、電気事業連合会、北海道電力が参加した。 

また、事務局は広域機関が担当した。 
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４．検証の留意点  

 

検証委員会は、透明性の確保及び適切な検証を行うにあたって、以下に留意する。  

 より正確なデータによる検証を行うため、北海道電力の実データを用いて検証

を行い、北海道電力の中央給電指令所から広域機関に転送されたデータについ

ては通信による時間のずれや欠損が生じるため検証のデータとしては用いな

い。ただし、北海道電力の実データが適切なデータとなっているかの確認に用

いることとする。 

 透明性の確保のため、データはグラフ化されたものだけでなく、実数データを

公開する。ただし、データを取得した地点等により時間のズレや送電ロス等に

相違が出ることから、データの出所を明らかにする。 

 検証においては、データで確認可能な確実性の高い事実だけでなく、一定の推

計や仮説から説明が必要になる事象がある。このため、事実と仮説を混合しな

いよう留意する。 

 検証委員会は専門的な知見からご議論いただくが、専門用語には解説を付ける

等、一般の方々への理解促進に努める。 

 

５．検証委員会の活動状況  

  

検証委員会は、平成 30 年９月 21 日の第１回検証委員会以降、これまでに、３回に

わたり委員会を開催し、検証を行ってきた。 

本検証委員会は、主として事務局を通じ、関係事業者、関係機関から資料の提出を

受けてこれらを分析した。 

 

６．検証委員会の検証の対象  

  

検証委員会は、平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電の原因に関する事

項について、その背景も含めて、包括的に検証の対象としているが、停電の原因究明

と直接関係しない事柄、例えば、大規模電源の投資決定や建設といった一連の過程に

ついては、検証の対象とはしていない。 

しかし、検証委員会は、国民の疑問に答えるという立場で、ブラックアウトの原因

に関連すると思われるものについては、その背景にあるのではないかと思われる事

柄も含めて、幅広く検証の対象となるよう努めた。例えば、現在の設備形成基準の考

え方等についても取り上げている。さらに、大規模停電を防止するための再発防止対

策については、主として、発電所の全台同時脱落のみならず再生可能エネルギーの高

出力運転状態等の更に過酷なケースも想定して検討している。  
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第２章 地震発生からブラックアウトに至る経緯について 

 

１．事象解明の方法について 

 

検証では、平成 30 年北海道胆振東部地震により発生した北海道電力管内のブラッ

クアウトについて、地震発生からブラックアウトに至るまでの系統の状況と中央給電

指令所指令等による運用、系統の中において自動で動作する装置等の動作状況、これ

らによって生じる状況変化の因果関係について考察することで、起きた事象を一つず

つ明らかにした。 

このため、地震発生からブラックアウトに至るまでの事象について、主として系統

全体の需給バランスを読み解くことのできる周波数を基に、系統内で起きた事象につ

いて時系列に整理するとともに、発電機ごとの出力の増減、周波数低下リレー（UFR）

の動作等の事象を説明・補完するデータを確認することで、広域機関において客観的

な事実をもとに整理した（図表２－１参照）。 

 

図表２－１ ブラックアウトに至るまでの周波数と北本連系設備の潮流 
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ただし、これら事象について全てのエビデンスが存在するものではないことから、

以下のような考え方のもとで整理し、事実認定をして、本報告書における語尾表現を

書き分けた。 

 

記録や因果関係が明らかでありほぼ間違いのない事実として認められること 

⇒ 語尾表現：「～である（であった）。」、「～している（していた）。」 
 

データから考えて推測等を含むが可能性の高い事実として認められること 

⇒ 語尾表現：「～と考えられる。」 
 

データがない、因果関係を十分説明ができない又は聞き取りを根拠している等、

現時点で明らかではないが可能性のある又は可能性を否定できないこと 

⇒ 語尾表現：「～の可能性がある。」 

 

２．検証に用いた主なデータについて 

 

地震当日の系統状況について、北海道電力から以下のデータを入手した上で、事実

関係について確認を行った。 

ただし、中央給電指令所及び系統制御所におけるデータのタイムスタンプにはデ

ータ伝送・処理時間が含まれることから、数秒程度の遅延があることにも留意して確

認を行った。 

 

図表２－２ 検証に用いたデータの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検証に必要なデータのみ使用 
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３．地震発生直前の系統状態 

 

地震発生直前の系統状態として、発電機の運転停止状況について、以下の事実が確

認された（詳細図表２－４参照）。 

 

 火力発電所の一部は、深夜需要に合わせて停止しており、短時間での起動が出

来ないことから、翌日の需要カーブに合わせて 

・砂川３・４号機、奈井江２号機を順次起動 

・伊達１号機や音別１・２号機は停止を継続 

する計画であった。 

 火力発電所の出力は、メリットオーダー順に発電しており、苫東厚真を高出力、

その他の火力は最低出力としていた。 

 北海道エリアの総需要（発電端）は 3,087MW に対し、供給力は奈井江１号機

（石炭火力、定格出力 175MW）が 61MW、伊達２号機（重油火力、定格出力

350MW）が 76MW、苫東厚真１号機（石炭火力、定格出力 350MW）が 338MW、

苫東厚真２号機（石炭火力、定格出力 600MW）が 556MW、苫東厚真４号機

（石炭火力、定格出力 700MW）が 598MW、知内１号機（重油火力、定格出

力 350MW）が 96MW、新冠１・２号機、高見１号機、糠平１号機、足寄１・

２号機（水力、定格出力 361MW）が 69MW、水力（新冠１・２号機、高見１・

２号機、糠平１・２号機、足寄１・２号機、京極１・２号機を除く）が 711MW、

主な風力（定格出力 319MW）が 166MW、その他発電機が 344MW、北本連

系設備（600MW（北海道側受電最大 570MW）が 72MW でそれぞれ運転中で

ある。 

 一方、砂川３号機（石炭火力、定格出力 125MW）が９月６日 11 時に並列予

定、砂川４号機（石炭火力、定格出力 125MW）が９月６日 14 時に並列予定、

奈井江２号機（石炭火力、定格出力 175MW）が９月６日５時半に並列予定で

あった。 

 また、苫小牧１号機（重原油・天然ガス火力、定格出力 250MW）が作業停止

中、苫小牧共同（重油火力、定格出力 250MW）が作業停止中、伊達１号機（重

油火力、定格出力 350MW）がバランス停止中、音別１・２号機（軽油火力、

定格出力 148MW）がバランス停止中、京極１・２号機、高見２号機、糠平２

号機（水力、定格出力 521MW）が作業停止中であった。 
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図表２－３ 地震発生直前の系統状態（系統の送電状況） 
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図表２－４ 地震発生直前の系統状態（発電機の運転停止状況） 

   

 （表の補足） 

   ※１ 「作業停止」とは、定期検査等により停止した状態 

※２ 「バランス停止」とは、需給バランスで運用上停止した状態 

※３ 中央給電指令所がテレメータ（遠隔測定）情報を受信している水力・風力 

※４ 「その他」は、需要から火力・水力・主な風力・北本連系設備の合計を差し

引いた不明分 
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４．地震発生直後①（地震発生～周波数回復）（９月６日３時８分から３時９分

まで） 
 

（１）地震発生直後①（９月６日３時８分から３時９分まで）の系統状態 
 

地震発生直後①（９月６日３時８分から３時９分まで）の系統状態として、周波

数変化と対応状況の概観について、以下の事実が確認された。 

 苫東厚真２・４号機がタービン振動を検知し停止したことにより周波数が低下

した。これにより、北本連系設備からの緊急融通（49.62Hz で動作）や負荷遮

断を行う周波数低下リレー（UFR）1（需要：▲130 万 kW）が動作した他、風

力が停止した（発電：▲17 万 kW）。 

 また、狩勝幹線他２線路が地震による地絡事故で停止し、道東エリア等が停電

（負荷：▲約 13 万 kW）し、水力が停止（発電：▲37 万 kW）した。なお、

その他送電線事故等を含め、北海道全体で 43 万 kW の水力が停止している。

上記事象の結果、周波数低下は 46.13Hz で止まり回復方向に切り替わり、北

本連系設備の AFC 機能により 50Hz で一時的にバランスした。 
 

図表２－５ 周波数変化と対応状況（９月６日３時８分から３時９分まで） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生直後①（地震発生～周波数回復）（９月６日３時８分から３時９分まで）

の系統状態として、周波数変化と対応状況の個別事象について、図表２－６の事実

が確認された。なお、表中の事象１から事象８は短時間に複数の事象が並行して生

じており、主に動作のタイミングを整定値及びテレメータ記録から推定し並べたも

のである。このため、実際の動作順序や動作により周波数に与えた影響については、

この順序によらない。 

                                                   
1周波数低下リレー（UFR：Under Frequency relay）周波数低下量とその継続時間を変電所

線路ごとに予め設定し、動作条件に従い自動的に線路を遮断する装置。 
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図表２－６  本検証委員会により事実認定が行われた事象① 

個  別  事  象 

1.苫東厚真 2,4号機停止(発電：▲116 万 kW:タービン振動検知) により周波数が急低下した 
＜確認事項＞ 

苫東厚真 2,4号機の停止についてはテレメータ（遠隔測定）の記録から確認。苫東厚真 1号機の出力については、３時８
分より苫東厚真 1 号機の発電端出力と送電線潮流(南早来線＋苫東厚真線)の値が２倍程度乖離しており、当該発電機の計測
異常が疑われるため、送電線潮流値を採用。 
苫東厚真 2,4号機の停止要件については北海道電力からの聞き取りにより確認。なお、苫東厚真 1号機は、自動停止機能

を具備していないことをヒアリングにて確認。 
＜事実認定＞ 

記録から周波数低下は苫東厚真 2,4号機停止によるものとして十分に説明可能であり、ほぼ間違いない事実と認められる。 

2.北本連系設備から緊急的に電力を受電した 
＜確認事項＞ 

動作周波数及び動作時間・受電電力については、テレメータ（遠隔測定）の記録を、北本連系設備を管理する電源開発か
ら提供のあったデータでバックチェック。北本連系設備の自動周波数制御装置（AFC）が 49.62Hzで動作したことを確認。 

＜事実認定＞ 
記録から北本連系設備が動作したことはほぼ間違いない事実と認められる。 

3.周波数の低下により負荷遮断を行った(需要：▲130 万 kW) 
＜確認事項＞ 

需要規模に対して非常に大きな供給力が失われたことにより、周波数低下リレー（UFR）が動作している。北海道電力から
48.5Hz で 0.1 秒から 21 秒、48.0Hz で 0.1 秒から 6 秒の時限で周波数低下リレー整定値が設定されていることを確認。UFR
の負荷遮断量は変電所の負荷量にて確認。なお一部負荷（6万 kW）は設定のミスにより再度送電（自動）されたことをヒア
リングにて確認。 

＜事実認定＞ 
周波数の低下に伴い、北本 AFC動作後に UFRの時限がスタートし、順次負荷遮断が動作しており、計 130万 kWの負荷遮断

が行われていることはほぼ間違いない事実と認められる。 

4.周波数の低下により風力が停止した(発電：風力▲17 万 kW) 
＜確認事項＞ 

風力の停止についてはテレメータ（遠隔測定）の記録から確認。ただし、風力▲17 万 kW の確認できた北海道電力から受
領した特高連系のみの積み上げ。高圧以下は確認できない。 

＜事実認定＞ 
記録から地震直前に 17 万 kW の出力で発電していた風力が停止したことについてはほぼ間違いない事実として認められ

る。 

5.狩勝幹線、新得追分線、日高幹線の送電線事故により、道東エリア及び北見エリアが停電(需要：▲約 13万 kW)、水力が停止
した(発電：水力▲37 万 kW(その他送電線事故等を含め北海道全体で 43万 kW)) 

＜確認事項＞ 
送電線事故は狩勝幹線、新得追分線、日高幹線の送電線事故による停止を確認。巡視の結果、停止した全ての回線におい

て同様なアーク痕が確認されており、その原因はジャンパー線と架線金物の接近による地絡事故と考えられる。送電線の事
故により道東エリア及び北見エリアは周波数が上昇。これに伴い発電機が停止し道東エリア及び北見エリアが停電した。UFR
動作後に残っていた 13 万 kW（送電線潮流からの推定値）の需要が停電したことについてテレメータ（遠隔測定）で確認。
加えて北海道全体で水力 43万 kWが停止していることをテレメータで確認。 

＜事実認定＞ 
中給やオシログラフの記録、アーク痕などから各送電線で地絡事故があったことはほぼ間違いない事実として認められる。

また、送電線事故により道東エリア等が単独系統となり、周波数上昇により水力が停止したことはほぼ間違いない事実とし
て認められる。 

6.周波数の低下が 46.13Hzで止まり、回復方向に切り替わった 
＜確認事項＞ 

水力発電所の多くは 46.0Hz でリレーが動作することを確認しており、周波数がいくつまで下がったかを正確に確認する
必要がある。このため、20ミリ秒（0.02秒）単位で記録した中給データにより確認を行い、46.13Hzが下限であることを確
認。 

＜事実認定＞ 
周波数の下限が 46.13Hzであったことは、記録からほぼ間違いない事実として認められる。 

7.中央給電指令所よりバランス停止中の水力・火力発電機に起動指令を行った 
＜確認事項＞ 

５時半並列の予定であった奈井江２号機の起動を早めること、停止中の水力発電機、伊達１号機、砂川３、４号機につい
ても中給から起動の指令が出ていたことを中給指令の記録で確認した。なお、限られた時間の中で立ち上げを試みたが一部
を除き立ち上がる前にブラックアウトになっている。なお、バランス停止中の水力は起動指令が出ていたが、一時的に周波
数が回復したことから、自動的に起動指令が解除された。 

＜事実認定＞ 
記録から中給からの指令により、バランス停止の水力・火力について起動指令を出されていることは、ほぼ間違いのない

事実と認められる。 

8.北本連系設備の AFC機能により周波数が一時的に 50Hzでバランスした 
＜確認事項＞ 

北本連系設備からの受電量は道内の系統が不安定であったため、直流から交流への変換（転流）が数秒間できなかったが、
すぐに正常動作に戻り、需要規模を支えるためには十分であったため 7万 kWから道内受電量最大の 57万 kW（+約 50万 kW）
まで徐々に増加している。北本連系設備の受電電力の頭打ちと周波数安定の時間の相関が確認できる。 

＜事実認定＞ 
少なくとも北本連系設備が需給をバランスさせた状態であったことは、ほぼ間違いのない事実と認められる。 
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図表２－７ 地震発生直後①（９月６日３時９分時点）の系統状態（発電機の運転停止状況等） 

   

 

（２）道東エリアの状況 

道東エリア単独に至る送電線事故（４回線）の概要は以下のとおりで、中央給電

指令所やオシログラフの記録、事故箇所の鉄塔に残っていたアーク痕等から各送電

線で地絡事故があったことを確認した。（約１分後に再閉路成功） 

図表２－８ 道東エリアの状況 
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送電線の事故様相としては、巡視の結果、図表２－９のとおり全ての回線にお

いてアーク痕が確認されており、その原因はジャンパー線と架線金物の接近によ

る地絡事故であった。 

 

図表２－９ 道東エリアの送電線事故の状況 

    

 

上記の送電線事故も含め、道東エリアの当時の状況は図表２－１０、図表２－

１１のとおりであり、そのため、苫東厚真２・４号機脱落～道東エリア単独（９

月６日３時８分から３時９分まで）までの時系列は、以下のとおりと考えられ

る。 

(ア)苫東厚真２・４号機脱落 → 系統全体の周波数が低下する 

(イ)UFR動作による負荷遮断 → 道東エリアが発電＞需要となる 

(ウ)送電線事故（狩勝幹線、新得追分、日高幹線）により道東エリアが分離

され単独系統となる。 

⇒  道東エリアの周波数が上昇する 

(エ) 周波数上昇により、道東エリアの水力発電機が停止（OFR2動作） 

       ⇒  道東エリアの周波数が低下する 

⇒ 道東エリアが一旦全停となる  

                                                   

2 OFR：Over Frequency Relay(周波数上昇リレー）供給力が余り、周波数が一定時間、一定

値以上となった場合に OFRが動作し、発電機を系統から切り離す。 
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図表２－１０ 道東エリアの状況 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

図表２－１１ 道東エリアの状況 
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なお、単独連系となった道東エリアの周波数上昇の状態としては、OFRが動作

していない水力発電所（奥沙流発電所）における周波数（発電機の回転数を周波

数換算した値）により、52.0Hz は超えていると考えられる。 

 

図表２－１２ 道東エリアの周波数の状況 
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５．地震発生直後②（送配電線再送電～負荷遮断２回目）（９月６日３時９分 

から３時 24 分まで） 

 

（１）地震発生直後②－１（周波数回復～苫東厚真１号機出力低下）（９月６日３時

９分から３時 19 分まで） 

 

地震発生直後②－１（周波数回復～苫東厚真１号機出力低下）（９月６日３時９

分から３時 19分まで）の系統状態として、周波数変化と対応状況の概観について、

以下の事実が確認された。 

 周波数の回復後、需要増加（情報収集のための照明・テレビ等によるものだ

けでなく、負荷遮断後の系統電圧上昇による負荷増加も一因と推定される）

により周波数が徐々に低下した。3 

 中央給電指令所から火力機等へ出力増加を指令・制御し、周波数が回復傾向

となった。 

 

図表２－１３ 周波数変化と対応状況（９月６日３時９分から３時 19 分まで） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生直後②－１（周波数回復～苫東厚真１号機出力低下）（９月６日３時９分

から３時 19 分まで）の系統状態として、周波数変化と対応状況の個別事象について、

図表２－１４の事実が確認された。 

 

                                                   
3地震の影響により系統規模が縮小しているため、需要の変動が周波数に与える影響が大きくな

る。 

※ 検証に必要なデータのみを使

用 
※ 検証に必要なデータのみを使

用 
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図表２－１４ 本検証委員会により事実認定が行われた事象② 

個  別  事  象 

9.狩勝幹線、新得追分線、日高幹線ほかの事故復旧（自動）により道東エリアが復電した 

＜確認事項＞ 

事故後に再閉路（再度送電線をつなぐ）に成功しており、これは自動で行われていることを中給の状変

記録（電力設備の運転状態の記録）から確認。これにより、送電線の潮流から約 13万 kWの需要（道東と

北見エリアの水力が停止していることから純粋な需要と推定）が系統に戻っている。なお、需要について

はどの程度回復したのか推計の域を出ないものである。 

＜事実認定＞ 

記録から再閉路が行われたことについては、ほぼ間違いのない事実と認められる。また需要が戻ったこ

とについては、実潮流があることから需要が増加したことまでがほぼ間違いのない事実と認められる。 

10.需要増加により徐々に周波数が低下した 

＜確認事項＞ 

電力の需要は計測していないため、周波数が安定していれば発電所の出力を需要とみなしている。この

ため周波数低下が生じた場合は、需要が増加したと考えるのは妥当である。需要について推定した結果、

需要が北本の出力増以降もさらに増加しているように見える。これは深夜の地震発生直後における部屋

の明かりの点灯、テレビによる情報収集のための電力需要の増加に加え、電圧の上昇によって需要が増加

した可能性もあると考えられる。 

＜事実認定＞ 

一般論として深夜の地震発生後は需要が増加すると推定される。併せて、電圧上昇による需要増加の影

響もあると推定される。これにより周波数低下の要因が説明できるが、実際に測定したデータがないこと

から、需要増加により周波数が低下した可能性があると認められる。 

11.中央給電指令所の指令により火力の出力が増加した 

＜確認事項＞ 

中給指令の記録を確認したところ、伊達２号機については中給から出力増加を指令。奈井江 1号機につ

いては中給から現地に指令。知内１号機についても中給の制御から外れていたため確認したところボイ

ラー不安定のため、出力が増加できないことを確認していた。上げ調整ができる電源に対して、全て出力

増加の指令を出している。 

＜事実認定＞ 

中給指令の記録、テレメータの記録から中給指令による火力の出力増加はほぼ間違いのない事実と認

められる。 

 

 

（２）地震発生直後②－２（苫東厚真１号機出力低下～負荷遮断２回目）（９月６日

３時 20 分から３時 24 分まで） 

 

地震発生直後②－２（苫東厚真１号機出力低下～負荷遮断２回目）（９月６日

３時 20 分から３時 24 分まで）の系統状態として、周波数変化と対応状況の概

観について、以下の事実が確認された。 

 苫東厚真１号機の出力が安定せず、徐々に出力低下（発電：▲20 万 kW 推

定）したため、周波数が低下した。 

 １回目の周波数低下では継続時間が短かったため、不動作だった UFRが残っ

ており、それが２回目の周波数低下では動作域となったため動作し、負荷遮

断（需要：▲16 万 kW）を行った。これにより、周波数は回復傾向となった

が、安定を維持できなかった。 ※ 検証に必要なデータのみを使

用 
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図表２－１５ 周波数変化と対応状況（９月６日３時２０分から３時２４分まで） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生直後②－２（苫東厚真１号機出力低下～負荷遮断２回目）（９

月６日３時 20 分から３時 24 分まで）の系統状態として、周波数変化と対

応状況の個別事象について、図表２－１６の事実が確認された。 

   

図表２－１６ 本検証委員会により事実認定が行われた事象③ 

個  別  事  象 

12.苫東厚真 1号機の出力が低下した(発電：▲20 万 kW推定 3:20～3:23) 

＜確認事項＞ 

苫東厚真１号機の出力低下については、中給のテレメータで確認。地震の影響により、ボイラー管が損

傷するとともに、ドラムへの給水系統の一部である脱気器水位調節器の動作不良が発生したため、ドラム

への給水量が低下し、ドラム水位が激減した。なお、このとき運転員は発電機の停止防止対策として、微

粉炭機の停止および蒸気タービンへ送る蒸気の量の抑制を実施した。これらにより出力が低下した。 

＜事実認定＞ 

苫東厚真１号機の出力低下については記録からほぼ間違いのない事実と認められる。 

13.周波数の低下により負荷遮断を行った(需要：▲16 万 kW) 

＜確認事項＞ 

２回目の周波数低下リレーによる負荷遮断についてもリレーの整定値に従い動作していることを確認

した。遮断量は 16万 kWとなり、49.5Hz程度まで上昇したことを確認。 

＜事実認定＞ 

記録から周波数低下リレーによる負荷遮断はほぼ間違いのない事実と認められる。 
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図表２－１７ 地震発生直後②－２（９月６日３時２３分時点）の系統状態（発電機の運転停止状況等）  
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６．負荷遮断２回目からブラックアウトまで（９月６日３時 24 分から３時 25

分まで） 

 

負荷遮断２回目からブラックアウトまで（９月６日３時 24分から３時 25分まで）

の系統状態として、周波数変化と対応状況の概観について、以下の事実が確認され

た。 

 苫東厚真１号機が停止したため、再び周波数が低下した。 

 １回目の UFR 動作による負荷遮断後に誤って再送電された負荷があり、この

周波数低下で再度、負荷遮断(需要：▲6 万 kW)が行われたが、周波数の回復

を見込める量ではなかった。 

 周波数低下により、他の火力及び水力等が設備保護のため停止するとともに、

北本連系設備が運転不能となった。 

 上記事象により供給力が喪失し最終的にブラックアウトに至った。 

 

図表２－１８ 周波数変化と対応状況（９月６日３時 24 分から３時 25 分まで）  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

負荷遮断２回目からブラックアウトまで（９月６日３時 24分から３時 25分まで）

の系統状態として、周波数変化と対応状況の個別事象について、図表２－１９の事実

が確認された。 
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図表２－１９ 本検証委員会により事実認定が行われた事象④   

個  別  事  象 

14.苫東厚真 1号機停止(発電：▲10万 kW推定 3:24～3:25）したため再び周波数が低下した 
＜確認事項＞ 

苫東厚真１号機は状変記録で 3:25に停止したことを確認。停止の理由についてはドラムの水位低下との見解を北海
道電力からヒアリングで確認した。 

＜事実認定＞ 
記録から苫東厚真１号機の停止についてはほぼ間違いのない事実と認められる。 

15.周波数の低下により負荷遮断を行った(需要：▲6万 kW) 
＜確認事項＞ 

３回目の周波数低下リレーによる負荷遮断。残っていたリレーが全量動作したことを確認。周波数の回復を見込め
る量は残っておらず、負荷遮断の限界となった。なお、一度動作した負荷遮断が再送電し、再度負荷遮断していたこと
を確認。 

＜事実認定＞ 
動作の記録からもほぼ間違いのない事実と認められる。 

16.知内 1号機、伊達 2号機、奈井江 1号機が停止した(発電：▲34万 kW) 
＜確認事項＞ 

状変の記録では過励磁となっている、ただし、過励磁は周波数の低下により発生しており、火力発電所 3基が停止。 
＜事実認定＞ 

動作記録から、周波数低下により火力３基が停止したことはほぼ間違いのない事実と認められる。 

17.周波数の低下により水力(主に 46Hz以下)等が停止するとともに北本連系設備が運転不能となった 
＜確認事項＞ 

周波数低下リレーの動作により水力が停止となり、エリア内の電源がなくなったことから北本連系設備についても
停止したものと考えるが、16、17の事象については前後関係の順番がタイムスタンプ通りとは必ずしも言えない。 

＜事実認定＞ 
動作記録から、火力３基が停止したほぼ間違いのない事実と認められる。ただし火力３基、水力、北本という順番で

あったかについては十分な根拠がないことからこの順番だった可能性があるということに留まる。 

18.北海道エリアがブラックアウトに至った 

 

 

図表２－２０ ブラックアウトまで③（９月６日３時２５分時点）の系統状態（発電機の運転停止状況等）  
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７．認定された事象とその対応状況について 

（１）認定された事象について 

検証委員会により事実認定が行われた事象について図表２－２１にとりまとめて記載した。 
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表
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（２）ガバナフリー及び AFC での対応について 

通常の需給変動に対し周波数を維持制御する機能として、タービンに設置され

た調速機によってそれぞれの発電機ごとに出力を自動調整するガバナフリー

（GF）機能と、中央給電指令所からの自動制御指令によって出力を調整する AFC

機能がある。 

北海道電力は、日常的な確保量として、 

 ガバナフリー（GF）量はエリア需要（送電端）の２％（主に火力で確保） 

 AFC 量はエリア需要（送電端）の２％（水力で確保） 

を確保することとしている。 

地震直前の GF 量・AFC 量は図表２－２２のとおりであり、上述の日常的な確

保量を満たしていた。 

 

図表２－２２ 地震直前の GF 量及び AFC 量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

地震により、主要な発電機が停止したため、 

 GF 対象の発電機は、不安定な知内１号、苫東厚真１号及び一部の水力と

なった。 

 AFC 対象の発電機は余力「ゼロ」となり調整力がなくなった。 

このため、１回目の負荷遮断後に北本連系設備の AFC余力がなくなると、周

波数を安定的に保つことが困難となった。 
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図表２－２３ 地震直後の GF 量及び AFC 量 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

その後の GF 運転の発電機出力について、 

 苫東厚真１号機は出力が急変してボイラーが不安定であったことから、

９月６日３時 12 分から GF 運転を取り止めた。 

 知内１号機はボイラー不安定であり出力増加はできなかったが、出力維

持で GF運転を継続した。 

その結果、知内１号機は概ね周波数の変化に応じて動作(GF として動作)した

と考えられる。 

図表２－２４ GF運転火力の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

24 

 

   地震発生後のガバナフリー運転以外の火力の状況は、以下のとおり。 

 伊達２号は、中央給電指令所と現地で状況を確認しながら、順次、出力増

加させた。 

 奈井江１号は、中央給電指令所からの制御ができなかったため、現地に上

げ指令を行い、現地でユニットの状況を確認しながら、手動操作により

徐々に出力を増加させたため、出力変化速度が遅くなった。 

図表２－２５ その他火力発電機の状況 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

地震発生後の中央給電指令所から AFC 制御可能な水力の状況は以下のとおり

で、速やかな増出力が行えなかった。 

 事前に確保していた AFC 量(８万 kW)は、地震後には「ゼロ」になっ

た。 

 周波数低下に伴い、バランス停止中を含む稼働可能な水力に対して、中

央給電指令所から各系統制御所に自動的に「49.5Hz 以下で増発、49.0Hz

以下で起動」の自主操作指令が出ていたが、周波数が回復すると、自動

的に指令が解除された。 

 新冠２号は自動起動したが、道東エリアの停電の影響で必要な情報が欠

落したため、AFC が機能しなかった。 

以上のように、周波数維持の状況としては、地震直後、一旦 50Hz まで回復し

た周波数は３時 11 分頃から需要の増加等により低下を開始したところであり、

これに対し、並列中の火力の増出力を行ったが周波数の安定を保つことは出来な

かった。これは火力の出力変化速度は水力より遅く、前述の水力の停止により、

水力に依存していた周波数の自動調整機能（AFC）が全て失われたことによるも

のと考えられる。  
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図表２－２６ 水力発電機の状況 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）系統電圧（発電所電圧）への対応について 

地震発生後の各発電所の電圧は、以下のとおり。 

 電圧調整を行っていた苫東厚真の発電機の停止のほか、負荷遮断や道東エ

リアの再送電（道東エリアの停電に伴い電圧抑制効果のある分路リアクト

ルが自動停止していた）等により電圧が上昇した。 

 系統制御所からの分路リアクトル再投入等により、電圧が徐々に低下した

と推定される（系統制御所は、周波数が一旦回復したため、電圧調整に注

力していたと推定される。）。 

 系統電圧上昇により負荷が増加することから、さらなる周波数低下要因と

なるので、系統電圧を分路リアクトル投入等によって抑制したことは、設

備の過電圧抑制とともに、周波数維持の観点からも適切な処置であったと

評価できる。 
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図表２－２７ 発電所電圧の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生後の各発電所の無効電力および系統電圧は、以下のとおり。 

 地震直後は発電所の母線電圧が上昇したため、下げる方向に無効電力を調

整している状況が分かる。 

 その後、系統制御所の分路リアクトル再投入により電圧が低下したため、

無効電力を減らしたと考えられる。 

図表２－２８ 発電機無効電力の状況 
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図表２－２９ 275kV母線電圧の状況 
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８．今後確認が必要な事項について 

 

今後は、地震発生からブラックアウトに至るまでの約 17 分間に起きた事象をシミ

ュレーションにより、再現した上で、以下のような再発防止策案が十分有効な対策と

なるかを確認することになる。 

再発防止対策案については、 

①地震により失われた供給力を、どのように対応し、周波数を 50.0Hz に回復させ

るか 

②一旦 50.0Hz に回復した周波数を、その後の需要変動にもどのように対応し、維

持させるか 

との観点から、以下の再発防止策を検討する。 

 

＜再発防止策案＞ 

 UFRの負荷遮断量を増やす（動作時間も考慮）対策 

 京極発電所を活用する対策（発電時にはAFC量の増加、揚水時には揚水UFR

による負荷遮断量増加） 

 石狩湾新港１号機を活用する対策（2019 年２月以降 GF 量と AFC 量の増

加） 

 新北本連系設備を活用する対策（2019 年３月以降 緊急時 AFC 量の増加） 

                                  等 

この中間報告においては、地震発生からブラックアウトに至るまでの事象を再現し

たシミュレーションを行い、さらにこの結果を用いて当面（今冬）の運用上の早期対

策として、 

・ 京極１・２号機が運転できる状態であることを前提に苫東厚真３機を運転 

・ 早期対策として緊急時措置である UFR を 35 万 kW 程度（需要規模 309 万

kW 時）追加 

  といった再発防止策の効果について確認した。（第３章 「再発防止策」 参照） 

 

  また、最終報告までには、石狩湾新港１号機を活用する対策（2019 年２月以降 GF

量と AFC 量の増加）、新北本連系設備を活用する対策について確認を行う予定。 
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９．小括 

 

地震発生からブラックアウトに至る事象について、本章にてその経緯、事実関係や要

因について検証してきたが、具体的には次のような事象であった。 

 

地震発生直前の需要は 309 万 kW（発電端）であり、電源運用としては定期点検等で

火力が３台停止していたほか、深夜需要での需給バランスを保つため、燃料費の安価な

苫東厚真を除く２台の火力がバランス停止、３台の火力は５時 30 分以降の並列に向け

た準備状態であった。 

３時７分に地震が発生し、直後に苫東厚真２・４号機はタービン振動を検知し停止、

１号機は自動停止する機能を具備していなかったことから停止には至らなかった（その

後３時 25 分に停止）。これらにより供給力が大幅に減少し、周波数が急低下した。こ

の周波数低下により、北本連系設備は 49.62Hz で緊急融通を開始し、48.5Hz から緊急

的に負荷遮断を行うシステム（UFR）が動作し 130 万 kW の負荷遮断を行った。これ

とほぼ同時に周波数低下の影響により 17 万 kW の風力が停止した。 

また、地震発生直後には狩勝幹線他２線路において地震の揺れによる地絡事故が発生

し、道東エリア等が一時的に単独系統となった（約１分後に事故は復旧し単独系統は解

消）。この単独系統により道東エリア等では供給力が需要を上回ったため周波数が上昇

し、37 万 kW の水力が停止し（全道では 43 万 kW の水力が地震の影響により停止）、

道東エリア等が一旦全停した。 

これらの事象が発生した結果、周波数は 46.13Hz で下げ止まり急回復し、北本連系

設備は周波数を適正に維持するために融通量の自動調整を行い、周波数低下開始から約

1 分後には周波数がほぼ 50Hz まで回復した。 

一旦50Hzまで回復した周波数は３時11分頃から需要の増加により低下を開始した。

これに対し、並列中の火力の増出力を行ったが周波数の安定を保つことは出来なかった。 

このため、地震発生直後の周波数低下では継続時間が短かったために動作せず残って

いた UFR が全て動作しても、その後の苫東厚真 1 号機の出力低下および停止による周

波数低下を防ぎきれず、次々と火力、水力、北本連系設備が停止しブラックアウトに至

った。 

 

上記のとおり、今回の事象は主として苫東厚真１・２・４号機の停止（N-3）に加え、

狩勝幹線他 2 線路の送電線事故（N-4）に伴う水力の停止により周波数制御機能（主に

AFC）が喪失したことが複合要因となり発生したものと考えられる。 

今後詳細についてはシミュレーションによる解析で確認を行うが、現時点では、主要な

事象はほぼ解明できたと言える。  
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第３章 ブラックアウトから一定の供給力（約 300 万 kW）確保に至る経緯（９

月６日及び７日）について 

 

１．事象解明の方法について 

 

検証では、平成 30 年北海道胆振東部地震により発生した北海道電力管内のブラッ

クアウトについて、ブラックアウト後から一般負荷送電（一定の供給力（約 300 万

kW）確保に相当）までの復旧状況について、「停電の早期解消」の観点から検証を行

った。 

具体的には、「ブラックアウト後から一般負荷送電までの復旧状況」、「ブラック

アウトに備えた復旧方針等の整備と訓練の状況」について、状態変化ログ等記録デー

タをもとに時系列に整理し、客観的に評価するとともに、併せて、北海道電力からの

聞き取りを加え総合評価した。 
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２．ブラックアウトから一定の供給力（約 300万 kW）確保に至る経緯 

（１）復旧に至るまでの各段階における経緯 

（ア）ブラックアウトから１回目のブラックスタートまで（９月６日３時 25 分から

３時 57 分まで） 

 

ブラックアウトから１回目のブラックスタートまで（９月６日３時 25 分から３時

57 分まで）の復旧状況およびローカル系ブラックスタートの開始について、図表３

－１、図表３－２の事実が確認された。 

図表３－１ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑤ 

個 別 事 象 

1. 系統全停電から１回目のブラックスタートまで 

ローカル系ブラックスタートの開始 

＜事実確認＞ 

・ 3:27～31 中央給電指令所は、関係機関への停電の連絡、系統制御所からの状況報告 

※高見発電所を起点としたブラックスタートの指令に対応していた。 

※「系統全停時の復旧方針と解説」では新冠発電所もブラックスタートの主な起点としており、同発電

所における発電機起動向けの非常用発電機の故障検知報告を含む。（高見発電所と新冠発電

所のガスタービン非常用発電機は系統全停時に自動起動するように設定されていた。） 

・ 手順書には揚水式水力発電所の発電機 2台による復旧が基本とされていたが、起動可能であった高

見発電所 1号機を用いてブラックスタートから系統復旧操作を開始した。 

・ 基幹系が復旧するまで、変電所等の所内電力を送電するためにローカル系ブラックスタート（5箇所中

1箇所目）を開始した。 

・ 3:55 金山発電所１号機を並列（札幌単独系統（空知川水系電源））。 

（ローカル単独系は、発・変電所の所内電源確保や近傍負荷送電を目的として手順書に明記されて

おり、主に系制の自主操作により実施された。） 

  は、ローカル単独系に関する状況 

図表３－２ ブラックアウトから１回目のブラックスタートまで（９月６日３時２５分から３時５７分まで）の復旧状況  
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（イ）１回目のブラックスタートから 275kV 道央ループ復旧まで（９月６日４時

00 分から５時 31 分まで） 

 

１回目のブラックスタートから 275kV 道央ループ復旧まで（９月６日４時 00 分か

ら５時 31 分まで）の復旧状況の個別事象について、図表３－３、図表３－４の事実

が確認された。 

 

図表３－３ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑥ 

個 別 事 象 

2. 系統全停電から復旧操作を開始（高見発電所よりブラックスタートを開始） 

ローカル系ブラックスタートの開始 

＜事実確認＞ 

・ 4:00 高見発電所 1号機を並列した。 

・ 4:12 春別発電所 1号機を並列した。 

・ 4:21 東の沢発電所 1号機を並列した。 

・ 4:33 下新冠発電所 1号機を並列した。 

・ 高見発電所から岩清水開閉所、南早来変電所の順に送電線を利用して送電線路を伸ばした。 

・ 新冠発電所の発電機は、ブラックスタート前の緊急起動で異常を確認していたこと、各種故障表示があ

ったことなどから、運用者は追加運転に適さないと判断し、春別発電所、東の沢発電所、下新冠発電

所の各発電機 1台を追加運転した。 

・ 基幹系が復旧するまで、変電所等の所内電力を送電するためにローカル系ブラックスタート（5箇所中

２箇所目から４箇所目）を開始した。 

・ 4:01 大雪発電所 1号機を並列（旭川系統（石狩川水系電源））。 

・ 4:39 雨竜発電所 1号機を並列（西名寄系統（雨竜電源））。 

・ 4:47 砂川発電所は、ローカル単独系（空知川水系電源）から受電。 

・ 5:30 新岩松発電所 1号機を並列（釧路系統（十勝川水系電源））。 

3. 日高幹線、南早来変電所で逆送電（187kV→275kV）により火力発電所に優先的に送電 

＜事実確認＞ 

・ 4:49 苫東厚真発電所を受電した。 

・ 4:56 共同火力発電所を受電した。  

・ 電圧調整の為、南早来変電所の分路リアクトル 1台を使用した。 

4. 火力、原子力の保安電源や発電機起動向けの電源の確保に向け、電圧調整を行いながら、275kV送

電線を送電し、道央系ループ構成を実施 

＜事実確認＞ 

・ 5:01～5:31 南早来変電所を起点に西当別変電所、西双葉開閉所、西野変電所を順次送電し、

275kV道央ループ構成を行った。 

・ 電圧調整の為、南早来変電所の分路リアクトル２台、西当別変電所の分路リアクトル 1台、北新得

変電所の分路リアクトル 2台を追加し、合計 6台使用した。 

  は、ローカル単独系に関する状況 
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  図表３－４ １回目のブラックスタートから 275kV 道央ループ復旧まで（９月６日４時００分から５時３1 分まで）の復旧状況  
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（ウ）275kV 道央ループ復旧から１回目のブラックスタート失敗まで（９月６日５

時 36 分から６時 21 分まで） 

 

275kV 道央ループ復旧から１回目のブラックスタート失敗まで（９月６日５時 36

分から６時 21 分まで）の復旧状況の個別事象について、図表３－５、図表３－６の

事実が確認された。 

図表３－５  本検証委員会により事実認定が行われた事象⑦ 

個 別 事 象 

5. 泊発電所の所内電力を非常用電源から外部電源へ切替操作中にブラックスタート失敗 

＜事実確認＞ 

・ 系統復旧状況 

5:42 西野変電所で泊幹線 1L に送電した。 

6:07 泊発電所を泊幹線 1L で受電した。 

6:09 泊発電所で 1号起動変圧器に送電した。 

6:10 泊発電所で 2号起動変圧器に送電した。 

6:19 泊発電所で 3号主要変圧器に送電した。 

6:19 南早来変電所・北新得変電所の分路リアクトルが停止した。その後、電圧が上昇した。 

6:21 道央西幹線 1L、狩勝幹線 1L で地絡事故が発生した。 

6:21 高見発電所他 発電機が停止した。 

・ 供給力対応 

5:52 苫東厚真発電所では、現地確認の結果 1号機及び 2号機が起動できないことを確認した。 

4号機を優先に起動を試みたが、タービン軸付近で発火したため、4号機の復旧は中止した。 

  図表３－６ 275kV 道央ループ復旧から１回目のブラックスタート失敗まで（９月６日５時３６分から６時２１分まで）の復旧状況  
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（エ）２回目のブラックスタートから泊発電所所内電力受電まで（９月６日６時 25 分

から９時 25 分まで） 

２回目のブラックスタートから泊発電所所内電力受電まで（９月６日６時 25 分か

ら９時 25 分まで）の復旧状況の個別事象について、図表３－７、図表３－８の事実

が確認された。 

 

図表３－７  本検証委員会により事実認定が行われた事象⑧ 

個 別 事 象 

1. ２回目のブラックスタートまで 

＜事実確認＞ 

・ 6:25～6:31 全停遮断箇所の開放操作を実施した。 

・ 全停電系統状況の確認（ローカル系の単独系統あり）。 

・ 復旧方針の確立→新冠 1,2号機を使用して、ブラックスタートする。（ケース 1） 

（判断理由） 

・ 新冠発電所 1,2号機は現地確認の結果、使用可能と判断した。 

新冠発電所には現地確認の為、社員が自主的に、3時 50分出発し、現地到着（5時 10

分）後、状況確認した。 

故障内容確認し、非常用発電機および発電機使用可能を確認した（5時 13分）。 

・ 手順書通り復旧方針を決定し発電機並列を指令した（1号機 6時 27分、2号機 6時 34分）。 

2. ブラックスタートからの復旧操作を開始した 

新冠発電所よりブラックスタートを開始 

日高幹線、南早来変電所で逆送電（187kV→275kV）により火力発電所に優先的に送電 

苫小牧火力線、室蘭東幹線に送電を実施 

＜事実確認＞ 

・ 6:30 新冠発電所 1号機を並列した。 

・ 6:37 新冠発電所 2号機を並列した。 

・ 新冠発電所から新冠開閉所、岩清水開閉所、南早来変電所の順に送電線を利用して送電線路を

伸ばした。 

・ 南早来変電所連絡用変圧器は 1台のみ使用した。 

・ 7:00 共同火力発電所を受電した。 

・ 7:02～06 苫小牧火力線、室蘭東幹線に送電し、室蘭変電所を受電した。（南早来変電所連絡

用変圧器 1台が故障（分路リアクトル 2台使用不能）との状況変化から室蘭変電所の分路リアクト

ルを使用するため。） 

・ 7:13 苫東厚真発電所を受電した。 

・ 電圧調整上、南早来変電所の分路リアクトル 1台を使用した。 

・ 運用者は、南早来変電所連絡用変圧器 1台が故障（分路リアクトル 2台使用不能）の状況変化

から、室蘭変電所の分路リアクトル使用が必要と判断し、187kV系の復旧を優先した。 
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3. 道央東幹線、道央南幹線に送電を実施(室蘭分路リアクトルを活用） 

道央北幹線、道央西幹線２号線に送電、道央系ループ構成（各分路リアクトル活用） 

ローカル系ブラックスタートの開始 

＜事実確認＞ 

・ 7:20～7:53 南早来変電所を起点に西当別変電所、西双葉開閉所、西野変電所を順次送電し、

275kV道央ループ構成を行った。 

・ 道央西幹線については、１号線が事故発生した送電線のため使用せず２号線を使用した。 

・ 電圧調整の為、室蘭変電所 分路リアクトル 2台、西当別変電所分路リアクトル 1台を追加（合計

4台）使用した。 

・ 7:49 静内発電所 2号機を並列した。 

・ 基幹系が復旧するまで、変電所等の所内電力を送電するためにローカル系ブラックスタート（5箇所中

5箇所目）を開始した。 

・ 7:41 豊平峡発電所 1号機を並列（札幌単独系統（豊平川水系電源）） 

4. 泊幹線に送電、泊発電所 所内受電切替、京極発電所 所内電力供給 

＜事実確認＞ 

・ 8:37 西野変電所で泊幹線 1L に送電した。 

・ 8:52 泊発電所を泊幹線 1Lで受電した。 

・ 8:58 泊発電所で 1号起動変圧器に送電した。  

（9:57～12:51 1 号機非常電源負荷外部電源へ切替） 

・ 9:01 泊発電所で 2号起動変圧器に送電した。 

（10:01～13:00 2 号機非常電源負荷外部電源へ切替） 

・ 9:05 泊発電所で 3号予備変圧器に送電した。 

（10:06～12:13 3 号機非常電源負荷外部電源へ切替） 

・ 13:00 泊発電所の所内電力を非常用電源から外部電源へ切替完了した。 

（起動用変圧器および予備変圧器を使用し、3号主要変圧器は使用せず） 

・ 9:20～25 後志幹線に送電し、泊発電所のループ運用、京極発電所を受電した。 

・ 電圧調整の為、西当別変電所 分路リアクトル 1台、西野変電所 分路リアクトル 1台を追加使用し

た（合計 6台）。 

  は、ローカル単独系に関する状況 
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  図表３－８ ２回目のブラックスタートから泊発電所所内電力受電まで（９月６日６時２５分から９時２５分まで）の復旧状況  

 

  



 

38 

 

（オ）泊発電所所内電力受電から火力発電所所内電源確保及び単独系統との連系ま

で（９月６日 10 時 20 分から 13 時 35 分まで） 

 

泊発電所所内電力受電から火力発電所所内電源確保及び単独系統との連系まで

（９月６日 10 時 20 分から 13 時 35 分まで）の復旧状況の個別事象について、図表

３－９、図表３－１０の事実が確認された。 

図表３－９ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑨ 

個 別 事 象 

5. ブラックスタート復旧操作（主要系統の復旧、単独系統との連系、火力発電所所内電力供給、負荷送電）① 

＜事実確認＞ 

・ 必要時は分路リアクトルを使用し、電圧上昇に留意しつつ主要送電線を 1回線ずつに送電した。 

・ 送電線に異常がないことを確認後、変電所を順次受電するステップで系統復旧操作を実施した。 

・ ローカル単独系は順次、系統連系（５箇所中１箇所目から２箇所目）を実施した。 

・ 12:02 西滝川変電所で札幌単独系統（空知川水系電源）と連系した。 

・ 13:01 南札幌変電所で札幌単独系統（豊平川水系電源）と連系した。 

・ 火力系送電 

  10:37 奈井江発電所を受電した。 

  10:54 西滝川変電所（砂川発電所上位系）を受電した。 

          （砂川発電所は、4:47 ローカル単独系（空知川水系電源）受電から 12:02 西滝川変

電所の受電へ切替） 

  11:26 伊達発電所を受電した。 

  13:35 砂川発電所 3号機を並列し、供給力を確保した。 

・ 負荷送電 

単独系統の系統並列や発電機の並列連絡から供給力を算出し、11:43 から負荷送電を適宜指示

した。 

供給力確保（増加）に合わせ、負荷送電を順次行った。 

  は、ローカル単独系に関する状況 
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  図表３－１０ 泊発電所所内電力受電から火力発電所所内電源確保及び単独系統との

連系まで（９月６日 10 時 20 分から 13 時 35 分まで）の復旧状況 
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（カ）残る単独系統との連系まで（９月６日 14 時 15 分から 23 時 48 分まで） 

 

残る単独系統との連系まで（９月６日 14 時 15 分から 23 時 48 分まで）の復旧状

況の個別事象について、図表３－１１、図表３－１２の事実が確認された。 

図表３－１１ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑩ 

個 別 事 象 

5. ブラックスタート復旧操作（主要系統の復旧、単独系統との連系、火力発電所所内電力供給、負荷送電）② 

＜事実確認＞ 

・ 電圧上昇に留意しつつ主要送電線を１回線ずつ送電し、異常がないことを確認後、変電所に順次送

電、系統復旧操作を実施した。 

・ 14:15～16:01 道南幹線、北斗幹線、北本七飯線に送電線路を伸ばし、函館変換所に送電し

た。 

・ ローカル単独系は順次、系統連系(5箇所中３箇所目～５箇所目)を実施し、単独系統を解消し

た。 

・ 15:37 西旭川変電所で西名寄系統（雨竜電源）と連系 

・ 16:11 旭川変電所で旭川系統（石狩川水系電源）と連系 

・ 17:32 北芽室変電所で釧路系統（十勝川水系電源）と連系（単独系解消） 

・ 火力発電所送電 

15:17 知内発電所を受電した。 

・ 火力発電所並列 

20:10 音別発電所 1号機を並列した。 

  は、ローカル単独系に関する状況 
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図表３－１２ 残る単独系統との連系まで（９月６日１４時１５分から２３時４８分まで）の復旧状況  
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（キ）単独系統との連系から北本連系設備による受電開始まで（９月７日０時 20

分から５時 30 分まで） 

 

単独系統との連系から北本連系設備による受電開始まで（９月７日０時 20 分から

５時 30 分まで）の復旧状況の個別事象について、図表３－１３、図表３－１４の事

実が確認された。 

図表３－１３ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑪ 

個 別 事 象 

6. ブラックスタート復旧操作（供給力確保、北本連系設備の再開） 

＜事実確認＞ 

・ 火力発電所は 順次並列を行い供給力確保した。 

0:20 奈井江発電所 2号機 

0:57 砂川発電所 4号機 

2:04 新日鐵住金 発電機 

3:04 森発電所 1号機 

3:46 知内発電所 1号機 

4:24 奈井江発電所 1号機 

・ 1:59～3:26 室蘭西幹線、函館幹線に送電線路を伸ばし、北本系統の連系をループとした。 

・ 手順書には北本受電再開目安として、知内発電所 0台～2台と苫東厚真 1号機、伊達 2号機、

共同火力 3号機の運転を組み合せた条件で整備されていたが、苫東厚真 1号機が並列できないため

使用できず、個別に短絡容量計算を実施した。 

・ 北本連系設備の受電時の系統は、道南幹線１回線、函館幹線２回線、知内発電所１台で、9/7 

5:30 より融通電力の受電を開始した。順次受電量を増加させ、7:30 より 30万 kW を受電し、北

海道内の供給力確保に貢献した。 

図表３－１４ 単独系統との連系から一般負荷送電開始まで（９月７日０時２０分から５時３０分まで）の復旧状況  
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（ク）一般負荷送電完了まで（９月７日６時 20 分から９月８日０時 13 分まで） 

 

一般負荷送電完了まで（９月７日６時 20 分から９月８日０時 13 分まで）の復旧

状況の個別事象について、以下の事実が確認された。 

図表３－１５ 本検証委員会により事実認定が行われた事象⑫ 

個 別 事 象 

7. ブラックスタート復旧操作（北本融通電力の増加、一般負荷送電完了） 

＜事実確認＞ 

・ 音別発電所は、6:36故障が発生したため 1号機解列した。 

・ 火力発電所は 順次並列を行い供給力確保した。 

9:08 音別発電所２号機 

11:17 伊達発電所１号機 

19:18 伊達発電所２号機 

・ 個別に短絡容量計算を実施し、知内 1台と伊達 1、2号機の並列で北本融通電力 60万 kW フル

受電が可能であると判断した。 

・ 北本連系設備は、9/7 21:00 から順次受電量を増加させ、24:00 から 60万 kW フル受電を開始

し、北海道内の供給力確保に貢献した。 

・ 一般負荷の送電については、火力・水力の起動や北本融通電力の増加により、北海道内供給力確

保を行い、最終 9/8 0:13 釧路管内の負荷送電をもって一般負荷送電完了した。 

 

図表３－１６ 一般負荷送電完了まで（９月７日６時２０分から９月８日０時１３分まで）の復旧状況  
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（２）ブラックアウトから一般負荷送電完了までに至る時系列（９月６日３時

25 分から９月８日０時 13 分まで） 

図表３－１７ ブラックアウトから一定の供給力確保に至るまでの復旧にかかる時系列の

整理（９月６日３時 25 分から９月８日０時 13 分までの系統の復旧状況） 
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３．ブラックアウトから一般負荷送電完了に至るまで（９月６日３時 25 分から

９月８日０時 13 分まで）の復旧状況に関する検証のポイント 

 

ブラックアウトから一般負荷送電完了に至るまで（９月６日３時 25 分から９月

８日０時 13 分まで）の復旧状況に関する検証のポイントは、以下のとおり。 

 手順書どおりに復旧を進めたか                 

 ⇒手順書と異なる手順で復旧を行った場合その理由は何か、 

また妥当であったか。 

 復旧に時間がかかりすぎていないか。 

⇒１回目のブラックスタートの失敗の理由は何か。 

 また、失敗が無ければ復旧は早まっていたか。  

⇒北本連系設備からの受電はもっと早くできなかったのか。 

                                 

 

（１） 手順書どおりに復旧を進めたか（検証ポイント①）                      

手順書どおりに復旧を進めたかについて確認し、また、手順書と異なる手順で復

旧を行った場合、その理由は何かについて確認した。 

 

  図表３－１８ 北海道電力のブラックアウトからの復旧手順書（「系統全停時の復

旧方針と解説」） 

手順の概要 

・ ブラックスタート対象発電機の状態を踏まえ、発電機の起動

順位をパターン化（全 7パターンを準備） 

系統安定化のため、揚発機 2台による復旧を基本 

・ ブラックスタート後の系統復旧優先順位の明確化 

火力・原子力発電所の保安用所内電源確保と早期の系統

への再並列を目的に、操作ステップの少ない 275kV系統

から実施 

等 

負荷供給について 

・ 中給は、発電機並列等の状況から供給力を算出し、供給支

障の解消を系統制御所（系制）に指令 

・ 系制は、ブラックスタート系統の負荷供給による周波数・電

圧変動を考慮しおよそ 3,000kW単位で送電 
「系統全停時の復旧方針と解説」（北海道電力） 

より一部抜粋 

  

検証ポイント① 

検証ポイント② 

検証ポイント③ 
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  図表３－１９ ブラックスタート１回目と２回目で異なる操作を行った項目、手順書との違い 

   １回目 ２回目 理 由 

ブラック 

スタート 

対象発電機 

高見１号機 

 

 手順書どおり 

 優先順位は低い 

新冠１号機 

新冠２号機 

 手順書どおり 

 1回目と異なる手順 

新冠発電所をブラックスタートの主な起点としていたが、同発

電所での所内電源の故障により、1回目は、高見発電所を

起点としたブラックスタートを実施。 

２回目は、新冠発電所の故障が復帰し、使用可能状態とな

ったため、新冠発電所を起点としたブラックスタートを実施。 (追加発電機) 

春別１号機 

東の沢１号機 

下新冠１号機 

静内２号機 

道央系 

ループ構成 

 

苫小牧火力線、 

室蘭東幹線を通じて

室蘭変電所に送電 
故障が発生した機器・送電線の使用は、再度、事故が発生

する可能性があるため、他の機器・隣接回線を使用。 

南早来変電所の電圧を低下させる機器が使用できなくなり、

室蘭変電所の機器を代替使用するため、室蘭変電所送電

を追加実施。 

道央東幹線１号線 

道央南幹線１号線 

道央西幹線１号線 

道央北幹線１号線 

（手順書どおり） 

道央東幹線１号線 

道央南幹線１号線 

道央西幹線２号線 

道央北幹線１号線 

（手順書どおり） 

泊発電所 

所内電力受電 

１号起動変圧器 

２号起動変圧器 

３号主要変圧器 

３号予備変圧器 

（手順書どおり） 

１号起動変圧器 

２号起動変圧器 

 

３号予備変圧器 

 

３号機の所内電源は、３号主要変圧器と 3号予備変圧器

で受電することとしているが、1回目のブラックスタート失敗を受

けて、2回目は 3号予備変圧器のみで所内電源を供給。 

1回目は、3号予備変圧器に送電前に高見発電所が停

止。 

 

図表３－１８および３－１９より確認した事項は、以下のとおり。 

 復旧手順は、おおよそ手順書のとおりに実施されている。 

 ブラックスタートの起点である新冠発電所が、ブラックアウト時点では所内

電源の故障によりすぐには使用できなかったため、起動可能であった高見発

電所から、手順書に従いブラックスタートを実施した。  

 ２回目のブラックスタートは、現地確認で起動可能となった新冠発電所から

復旧を開始し、１回目の失敗の反省も活かしながら、ほぼ手順書どおり、系

統復旧を実施した。 

 １、２回目とも復旧の早期段階で、手順書どおりに泊発電所に電力を供給し

た。 

 苫東厚真火力発電所の復旧にあたっては、ボイラーの損傷していない４号機

の起動を試みたが、タービン軸付近で発火したため、４号機の復旧は中止し

た。なお、砂川火力発電所については、苫東厚真４号機の対応と並行して復

旧を実施。 
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また、確認した事項について妥当性を評価した結果は、以下のとおり。 

 ３時 25 分のブラックアウト後、３時 27～31 分には、中央給電指令所は高見

発電所を起点としてブラックスタートを実施することを苫小牧系統制御所

に指令しており、新冠発電所が１回目のブラックスタートに使用できなかっ

たことは、復旧時間の遅延とはなっていない。 

 また、苫東厚真火力発電所４号機の対応と並行して、砂川火力発電所の復旧

を実施しており、苫東厚真火力発電所４号機の起動を試みたことは、復旧時

間の遅延とはなっていない。 

 一部手順書と異なっている箇所があるが、２回目のブラックスタートにおい

ては、１回目のブラックスタート失敗時の事故機器を回避する等、その復旧

手順は妥当である。 

 泊発電所と同様に、他の火力発電所にも早期に電力を供給しており、保安用

所内電源の確保のために早期に電力を供給することは、概ね妥当である。 

 

（２） 復旧に時間がかかりすぎていないか （検証ポイント②、③） 

「復旧に時間がかかりすぎていないか」との観点で確認を行い、時間を要したと

思われる以下の２つの事象について、検証を実施。 

（ア）ブラックスタート１回目の失敗 

  検証ポイント② ブラックスタート１回目の事象について 

（イ）北本連系設備からの受電量増（＋30万 kW）の遅れ 

  検証ポイント③ 北本連系設備からの受電のタイミング 

 

（ア）検証ポイント② ブラックスタート１回目の事象について 

１回目の復旧が失敗しているが、その理由は何か、また、失敗が無ければ、復

旧は早まっていたかについて確認した。 

１回目のブラックスタートでは、高見発電所で発電機の運転を開始(4:00)した

後、手順書に則り、火力、原子力発電所の保安用所内電源や発電機を起動するた

めの所内機器への電源確保に向けて復旧を進めていたが、泊発電所で３号主要変

圧器に送電した(6:19)後、わずか２分間でブラックスタート発電機が停止した

(6:21)。その２分間では以下事象が発生し、ブラックスタート発電機が停止した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

6:19 泊発電所で 3号主要変圧器に送電した際に大電流（励磁突入電流）が流れた。 

6:19 泊発電所での大電流の影響により、南早来変電所と北新得変電所で分路リアクトルが停止した。 

6:21 両変電所での分路リアクトル停止後の電圧上昇により、道央西幹線と狩勝幹線で地絡事故が発 

生した。 

6:21 地絡事故の影響により、高見発電所他で異常な電流を検知して発電機が停止した。 

※詳細は、シミュレーション等が必要。 
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また、確認した事項について評価した結果は、以下のとおり。 

 ブラックアウトの発生後、高見発電所の発電開始までは 35分間で実施さ

れており、その後も、発電所の保安用所内電源や発電機を起動するため

の所内機器への電源確保に向けた手順は、迅速かつ適切に進められてい

た。 

 泊発電所 3号主要変圧器に送電の際に大電流が発生しているが、変圧器

へ送電した際に大電流が流れる現象は、ブラックスタート時に限らず、

また、どの変圧器でも、通常、起こり得ることである。今回は、ブラッ

クスタート初期の段階で系統も小さかったことから、この大電流発生が

電力系統へさまざまな影響を与えたものと想定されるものの、複雑な現

象であり、予見することは困難。 

 よって、全体としてみれば、復旧作業は定められた手順に基づき適切に行

われていたと評価できる。他方、無負荷状態で送電した際の異常現象も考

慮したうえで、復旧手順を充実させることが望まれる。 

 

図表３－２０ １回目のブラックスタートに関する事象 

   

 

（イ）北本連系設備からの受電のタイミングについて（検証ポイント③ ） 

北本連系設備からの受電はもっと早く出来なかったのかについて確認した。 

電力系統の電圧が不安定だと、北本連系設備が停止してしまうおそれがあるた

め、ある程度系統を大きくする必要がある。安定的に受電するために必要な系統

の大きさを計算し、条件が満たされたことを確認したうえで北本受電を実施。 

今回は、北本連系設備周辺の送電線（函館幹線、道南幹線）の復旧と、知内発
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電所１台の復旧で北本連系設備から 30 万 kW 受電、伊達発電所２台の復旧で 60

万 kW（＋30 万 kW）の受電が可能になると計算。 

伊達発電所は所内電源の故障により、他の発電所に比べ復旧が遅れたため、北

本連系設備からの＋30 万 kW の受電タイミングに遅れが生じたものと推定。 

なお、新北本は「自励式」であり、北海道の系統の電圧を必要としないため、

このような問題は生じない。 

図表３－２１ 北本連系設備の受電時の系統状況

   
    なお、北本連系設備と融通受電について確認したところ、以下のとおり。 

 北本連系設備による融通受電は、北海道側系統の並列発電機や連系回線数

等で決まる短絡容量比（融通量の３倍程度以上）で決定されるため、必要

な連系回線数を確保しつつ、融通受電を行う。（図表３－２２の手順書に

記載されている目安を参考として示す。）  

ただし、北本のリミッターは知内の発電機並列条件や回線条件等で自動設定

されているため、受電可能量に対応した適正リミッター値を手動にて設定す

る。（電源開発に要請） 

 今回は、この表に記載の発電機が並列できていなかったことから、個別に

短絡容量計算を行い、函館変換所地点の短絡容量を確認している。 

図表３－２２ 火力並列後における北本受電の目安（出典：『系統全停時の復旧方針と解説』）  
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また、確認した事項について評価した結果は、以下のとおり。 

 伊達発電所の発電機が早期に並列できていれば、北本連系設備からも＋30

万 kW を早期に受電でき、結果、より早期の停電復旧の可能性も考えられ

る。しかしながら、伊達発電所の並列タイミングの遅れは設備故障が原因

であることに加え、ブラックスタート系統での負荷への電力供給（数分ご

とに約 3,000kW 単位）のスピード制約を考慮すると、余震の続く中で、

復旧時間の大幅な短縮は期待できない。 

 また、北本連系設備からの＋30 万 kW の受電がなくても、伊達１号機の並

列までで、この時点（９月８日０時 13 分）における供給力は、ほぼまかな

えていたと考えられる。 
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４．ブラックアウトに備えた復旧方針等の整備と訓練の状況に関する検証のポ

イント 

 

ブラックアウトに備えた復旧方針等の整備と訓練の状況に関する検証のポイント

は、以下のとおり。 

手順書の準備状況と訓練の実態はどうか 

 （ア）復旧手順の整備     ・・・ 検証ポイント④－１ 

 （イ）訓練の実施状況     ・・・ 検証ポイント④－２ 

 （ウ）復旧体制（人員の確保） ・・・ 検証ポイント④－３ 

 

（１）復旧手順の整備（検証ポイント④－１） 

 

手順書の準備状況について確認した。 

 

図表３－２３ 北海道電力のブラックアウトからの復旧手順書（「系統全停時の復旧方針と解説」）  

 復旧手順の整備 

o ブラックアウト時の系統の復旧方針として、「系統全停時

の復旧方針と解説」を整備 

 

（記載内容の一例） 

 復旧操作の基本方針 

o ブラックスタート対象発電機の状態を踏まえ、発電機の

起動順位をパターン化 

（全 7パターンを準備） 

なお、系統安定化のため、揚発機 2台による復旧を基本 

o ブラックスタート後の系統復旧優先順位の明確化   

火力・原子力発電所の保安用所内電源確保と早期の系

統への再並列を目的に、操作ステップの少ない 275kV

系統から実施 

等を記載 

「系統全停時の復旧方針と解説」（北海道電力） 

より一部抜粋 

 

図表３－２３より確認した事項は、以下のとおり。 

 ブラックアウト時の系統の復旧方針として、「系統全停時の復旧方針と

解説」が整備されていることを確認。 

また、確認した事項について評価した結果は、以下のとおり。 

 手順書において、関係各所に役割、手順内容が明記されており、復旧が

効率的に行われるよう復旧手順が整備されていることから、系統全停時

の復旧に関する準備はできているものと認められる。 

  基幹系流通設備の被害は少ないものと想定した手順書となっているが、

基幹系統の一部設備に被害があった場合の対応方針を定めておくことが

望ましい。 
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（２）訓練の実施状況（検証ポイント④－２） 

 

訓練の実施状況について確認した。 

 

図表３－２４ ブラックアウトに備えた復旧訓練の実施状況 

 訓練の実施状況（北海道電力より聞き取り） 

o 回 数：年 1回 × ５直 

o 対 象：中央給電指令所と関連する系統制御所の当直運転員 

o 内 容：定められた復旧手順について、模擬実働を実施 

ブラックスタート対象発電機の点検時には、停電状態での発電機起動を確認 

o その他：至近では、平成 30年２月に実施 

年により訓練規模は異なり、至近では、平成 29年 2月の訓練の規模が大きい 

 

図表３－２４より確認した事項は、以下のとおり。 

 定期的に訓練を実施していることを確認。 

また、確認した事項について評価した結果は、以下のとおり。 

 訓練は、手順書に基づき実施されており、系統全停時の復旧に関する準

備はできているものと認められる。 

 訓練は模擬実働で行われているため、今回の実働で得られた経験を訓練

に反映することが望ましい。 

 

（３）復旧体制（人員の確保）について（検証ポイント④－３） 

  

復旧体制（人員の確保）について確認した。 

図表３－２５ ブラックアウトに備えた復旧体制の整備状況 

 復旧体制（人員の確保）について 

大規模災害発生時の体制構築のため、以下のものを準備 

o 事故または自然災害等が発生した場合の本店内の通報連絡体制として、非常順次通報装置を設置 

o 大規模地震発生時における自動出社基準を整備  

 

図表３－２５より確認した事項は、以下のとおり。 

 通報連絡体制、ならびに自動出社基準が整備されていることを確認。 

また、確認した事項について評価した結果は、以下のとおり。 

 中央給電指令所および系統制御所当直員により、速やかに復旧操作を実

施できている。 

加えて、 系統全停時には、復旧応援のための人員が自動的に集められる等、復

旧に関する準備はできているものと認められる。  
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５．補論 

 

ブラックアウト時の復旧時間について、海外にて発生した他の大規模停電と今回

の事例を比較する場合、隣接する同期交流系統の地域からの受電を素早く受けられ

る状況にあるかや、系統規模の違いによって復旧速度が異なることから、単純に比

較検証ができないことに留意が必要である。 

例えば、2016 年 9 月に発生した南オーストラリア州の大規模停電は、隣接地域か

らの受電をベースに約 26 時間で復旧しているが、最初の電源起動までにブラックア

ウトから 3 時間半を要している。一方、単独系統での停電事例として、米国のハワ

イ（オアフ島）、ジャマイカの停電があるが、系統規模が異なるため、参考とし

て、停電規模 100 万 kW あたりの復旧時間で比較すると、北海道の事例（約 15 時

間）はハワイの事例（16 時間超）とジャマイカの事例（約 11 時間）の中間に位置

する。 

  

図表３－２６ 海外の大規模停電時の復旧について 

 停電規模 

（2017 年最大需要） 

停電時間 

（100 万 kW あたり）  
備 考 

南オーストラリア州 

(竜巻：2016 年 9 月) 

約 190 万 kW 

（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ全系は不明） 

約 26 時間 

（約 13 時間） 

隣接地域からの受電により復旧 

（最初の電源起動まで約 3 時間半） 

南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州の最大需要：約 310 万 kW 

ハワイ（オアフ島） 

(地震：2006 年 10 月) 

不明 

（約 120 万 kW） 

約 19 時間 

（16 時間超） 
ブラックスタートにより復旧 

ジャマイカ 

(操作ミス：2016 年 8 月) 

約 50 万 kW 

（約 70 万 kW） 

約 5 時間 30 分 

（約 11 時間） 
ブラックスタートにより復旧 

北海道 

(地震：2018 年 9 月) 

約 309 万 kW 

（約 530 万 kW） 

約 45 時間 

（約 15 時間） 

ブラックスタートにより復旧 

（復旧途中で北本からも受電） 

※ 地震による配電線の被災影響を除く 
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６．小括 

 

本章では、ブラックアウトを想定した手順書の準備、訓練等は、従来より確実に実

施されており、今回の事故復旧においても、ほぼ手順どおりに行われていたことを確

認した。また、一部手順書と異なる手順にて復旧を行っている点もあるが、復旧に使

用する機器の状況や１回目ブラックスタート失敗時の事故機器を回避するためであ

ること等を勘案すれば、その手順は概ね妥当と言える。 

１回目のブラックスタートで失敗がなければ、数時間の早期停電復旧の可能性も考

えられる。また、伊達発電所を早期に並列できていれば、北本連系設備からの＋30 万

kW を早期に受電でき、より早期の停電復旧が可能であったことも考えられる。しか

しながら、ブラックスタート系統での一般負荷への送電にあたっては、電圧、周波数

を監視し、発電機出力とのバランスを慎重に見極めながら段階的に実施する必要があ

ること、また、南早来・北新得変電所の分路リアクトルの停止に起因する 1 回目の事

象は、技術的にも複雑なものであり、当時の状況下において予見することは非常に難

しいと考えられることから、仮に、1 回目の不具合事象がなく理想的に行えたとして

も、北海道電力の系統規模からみて、数時間程度の短縮が限度であったと言える。 

以上から、これまで経験したことのないような実系統でのブラックアウトからの復

旧においては、今回の復旧時間は妥当とも考えられるが、復旧時間の短縮に向け、今

回の事象を踏まえた手順書の充実ならびに訓練の実施が望まれる。 

なお、新北本連系設備の運転開始により、復旧手順も見直しとなり、復旧時間の短

縮に寄与できるものと期待する。（2019 年３月運転開始予定） 
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第４章 再発防止策について 

１．総論 

 

ここまで述べた第２章「地震発生からブラックアウトに至るまで」及び第３章「ブ

ラックアウトから一定の供給力（約 300 万 kW）確保に至るまで」について、それぞ

れ発生した事象の原因を踏まえた対策については、一般論として、対策（その是非を

含む）の検討及び実施に相当の時間を要するものとそうでないものがあることに加え、

厳寒時の電力需給のひっ迫が国民の生命・安全に及ぼす影響が北海道エリアにおいて

甚大であることから、まずもって当面（今冬）の早期対策を実施し、その上で中長期

的な対策を講じる必要があると考えられる。 

なお、検証委員会は主として技術的な検証を行っていることから、経済性等を含む

総合的な見地からの検討・検証は、中間報告等検証委員会の検証を踏まえた上で、別

途、国及び広域機関等において検討・検証がなされる必要があると考えられる。 

また、我が国で初めて発生したブラックアウト及びブラックスタートで明らかとな

った課題及び教訓は、北海道エリアのみならず、北海道以外のエリアにおいても、今

後、ブラックアウト再発防止策及びブラックスタート対応策を充実させる上で極めて

貴重である。 

このため、今回の経験及び得られた知見や対策等が全国大で共有され、各エリア及

び広域エリアにおいて、既存のブラックアウト再発防止策及びブラックスタート対応

策の見直しの是非を検討されるとともに、その対応策の実効性を高めるための訓練を

充実させることが必要であると考えられる。 

加えて、検証委員会の検証の結果として得られた対策については、エリアごとの特

性の違いがあるためそのまま活用することはできないかもしれないが、この中間報告

での考察及び提言の主旨を踏まえ、北海道エリア以外のエリアあるいは全国に展開さ

れる必要があると考えられる。 
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２．地震発生からブラックアウトに至るまでに発生した事象の原因を踏まえた

対策（ブラックアウト再発防止策） 

 

（１） 基本的な考え方 

第２章９．で述べたとおり、地震発生からブラックアウトに至るまでの事象につ

いては、主として、苫東厚真１・２・４号機の停止（N-3）に加え、狩勝幹線他２

線路の送電線事故（N-4）に伴う水力の停止により周波数制御機能（主に AFC）が

喪失したことが複合要因となり、発生したものと考えられる。 

今後詳細についてはシミュレーションによる解析で確認を行うが、現時点では、

主要な事象はほぼ解明できたと言える。 

したがって、地震発生からブラックアウトに至るまでに発生した事象の原因を踏

まえた対策についての基本的な考え方は、以下のとおりである。 

 

 現在の設備形成上のルールでは、N-2 故障（発電機２機、または送電線２回

線の同時故障）4以上の稀頻度リスクに対して一定の停電を許容しており、国

際的に見ても、N-1（電力設備の単一故障）の考え方に多少の差異はあるも

のの、N-2 以上の事象については運用において連鎖的な停電を防ぐことが原

則となっている（すなわち、停電は許容するが運用によりブラックアウトは

極力回避すべき）。 

 北海道電力の設備形成については、現在の設備形成上のルールに照らし、不

適切な点は確認されず、また、北海道電力の運用についても、検証の結果、

事前に想定していた運用対策も含め、必ずしも不適切であったとは言えない。 

 しかしながら、今回の事象を踏まえ、今後、ブラックアウトを極力回避する

ため、停電発生のリスクや発生時間を低減する運用上の対策を検討し実施す

る必要があると考えられる。 

 運用上の対策として、まずもって当面（今冬）の早期対策、その上で中長期

的な対策を講じる必要があると考えられる。 

 また、運用上の対策では解消が困難である場合があり得ることから、運用上

の対策の検討と並行して設備対策を検討し、運用上の対策の検討結果を見極

めた上で、必要に応じ実施する必要があると考えられる。 

 なお、とりわけ、北海道エリアの最大規模発電所の全発電機同時脱落の超稀

頻度リスク対応を想定した、ブラックアウトを極力回避するために必要な運

用上及び設備形成上の中長期的な対策については、系統技術的観点からは実

施が望ましいと考えられるが、今後、国等において、経済性等を含む総合的

な観点からの検討・検証が行われる必要があると考えられる。 

                                                   
4 発電機１機と送電線１回線の同時喪失の場合も N-2 故障となる。以下同じ。 
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 ＜補論１：N-1 基準＞ 

図表４－１ N-1 基準 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜補論２：N-2 基準＞ 

図表４－２：N-2 基準 
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 ＜補論３：海外の N-1 基準の考え方＞ 

図表４－３：海外の N-1 基準の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ＜補論４：稀頻度リスクの考え方＞ 

N-1 は通常考慮すべきリスクとしており、これにより供給支障を起さないよう

に設備形成している。 

なお、N-2 は稀頻度リスクではあるが事故の社会的影響を軽減する対策を講じ

ることとしている。 

また、N-2 以上の事象については、設備形成ではなく、運用によって連鎖的な

事故にならないように対策を講じている。 

図表４－４：稀頻度リスクの考え方 

   

  
出典：調整力及び需給バランス評価等に関する委員会平成 28年度 2016年度）とりまとめ（平成 29年３月） 
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（２）北海道エリアにおける当面（今冬）の運用上の早期対策 

ブラックスタートの検証でも、ブラックアウトから概ね全域に供給ができる

までに 45 時間程度を要したことが確認された。 

一般的にブラックスタートからの停電復旧が一般市民の生活や経済活動に与

える影響は決して小さくない。 

このため、まずもってブラックアウトを極力回避するための運用上の対策を

早期に講じる必要があり、具体的には、負荷遮断の考え方、苫東厚真火力１・

２・４号機の運用について、当面（今冬）必要な対策を以下（ア）～（ウ）で

提示することとする。 

 

（ア）北海道電力管内における周波数低下リレー（UFR）の整定の考え方 

周波数低下リレー（UFR）の負荷遮断量については、2007 年まで泊原子力

発電所からの送電が１ルートであったことから、当時運転開始していた泊

１・２号機からのルート断による供給力低下（最大：▲116万 kW）を想定

し、負荷遮断量を算定していることが確認された。 

一方、2007 年に泊原子力発電所からの供給が２ルート化されているが、そ

の後見直し等は行われていない。なお、苫東厚真火力発電所は既に２ルート

化されていたため、算定には考慮されていない。また、仮に２ルート化を踏

まえて見直しを行うと、単機最大ユニット（泊原子力３号 91 万 kW、2009

年運開）を想定し、負荷遮断量を減らす見直しになってしまう。 

結果的に負荷遮断量はブラックアウトをより防ぐ設定になっていたと言え

るが、本来、様々なシミュレーションを前提として適切な見直しを行うべき

であったと考えられる。 

検証委員会は、今回の事象を踏まえ、負荷遮断量の増加について検討を行

った。 

その際、現在の北本連系設備は他励式であることから安定的な利用には、

北海道電力管内の短絡容量を、受電量の３倍程度確保する必要があることに

も留意して検討した。 

また、前述のとおり、際限なく負荷遮断を設定することは、かえって系統

を不安定にするだけでなく、ブラックスタートを遅らせるおそれもある。本

来は適切なシミュレーションを行い、安定化対策全体を評価した上で、負荷

遮断量を設定する必要があるが、早期にブラックアウトの可能性を極力低減

するためには少なくとも苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）脱落を想定

し、必要な負荷遮断量を追加で早期に対策すべきと考えた。 

また、2019 年３月までに石狩湾新港火力発電所や新北本連系設備が運開す

ることを踏まえれば、今後シミュレーションを行い UFR の整定値の見直しを
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行う必要があるものの、検証委員会は、当面ブラックアウトを極力回避する

ための対策として苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）、風力、水力同時ト

リップ、加えて現時点でトリップの原因や時間が確認できない約 23 万 kW の

電源5も同時トリップという、今回の事象よりもさらに厳しい条件を設定し周

波数制御に必要な負荷遮断量について検討を行った。 

この場合、233 万 kW の同時トリップに対し北本連系設備や負荷遮断等は

200 万 kW となり、不足は 35 万 kW 程度となる（図表４－５参照）。 

揚水発電所である京極１・２号機だけで常時 35 万 kW 程度確保することは

運用上難しいことから、これを UFR 追加量とした場合、北本連系設備を安定

的に活用できる範囲で UFR の追加量を検討する必要がある。 

これらを総合的に考えれば、当面（冬季）の早期対策として、UFR を 35

万 kW 程度追加することが妥当と考えられる。 

 

  図表４－５ 苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）、風力、水力同時トリップ、加えて

現時点でトリップの原因や時間が確認できない約 23 万 kW の電源も同時

トリップが発生した場合に周波数制御に必要な負荷遮断量 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   
5地震発生直前の系統状態（発電機の運転停止状況）（図表２－４）で、「その他（需要から火

力・水力・主な風力・北本連系設備の合計を差し引いた不明分）」と整理した 34 万 kW のう

ち、最後までトリップしなかった 11 万 kW を差し引いたもの。 
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（イ）今冬の運用上の早期対策 

震災時、北海道エリアにおいて、大規模揚水発電機（京極発電所１・２号機（20

万 kW×２））の停止時に、苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）に供給力が集中

していたことについては、論点の一つである。 

 

地震発生時の需給バランス状況で苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）の脱落

があった場合でも、京極発電所１・２号機（20 万 kW×２）が稼働できていれば、

ブラックアウトに至らなかった可能性が高いと考えられる（図表４－６参照）。 

また、大規模揚水発電機（京極１・２号機）が２台停止していても、狩勝幹線

他２線路の送電線事故（N-4）に伴う水力の停止が発生しなかった場合は同様に

ブラックアウトに至らなかった可能性が高いと考えられる。 

 

図表４－６ 地震発生時の電源喪失と周波数制御の状況比較 

    

 

 

 

 

 

 

 

    上記の想定は、いずれも相当程度の余力を見込んでのもので、地震発生直後

の最初の周波数低下は 46.13Hz 以上に留まったことからも、まず問題ないと考

えられるが、詳細シミュレーションにより確認を行った。 

 

    シミュレーション結果、上記で想定していたとおり、京極１・２号機が周波

数低下時に直ちに起動することで、北本連系設備の AFC 余力が回復し、苫東厚

真１号機出力低下～トリップ時の周波数低下においても UFR による負荷遮断

なしに周波数を安定化できている。（図表４－７参照） 

これにより、先般の地震発生と同様の事象（苫東厚真１サイト及び水力等）

においても、京極１・２号機（20 万 kW×２）が稼働できれば、ブラックアウ

トには至らなかったことが確認された。 



 

62 

 

図表４－７ 京極発電所２台が稼働を想定したシミュレーション結果 

また、京極発電所１台がトラブルにより稼働できないケースについても、

UFR を 35 万 kW 程度追加してシミュレーションを実施した結果、緊急起動に

よる北本連系設備の AFC 余力が減少するため、苫東厚真 1 号機トリップ時には

２回目の負荷遮断が実施され、ブラックアウトを回避できることがわかる。（図

表４－８参照） 
 

図表４－８ 京極発電所１台のみ稼働を想定したシミュレーション結果 
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しかし、UFR による負荷遮断は 2 回動作し、かつ北本潮流（受電量）の最終

値は 47 万ｋＷで上限に近く、ＡＦＣ余力が少ないため一定の対策は講ずるべき

と考える。このため、京極１台が停止した場合には苫東厚真１号機の出力を 20

万 kW 程度（京極１台分）抑制する等の対策を講じる必要がある。ただし、高

需要期は安定供給の観点から出力抑制ではなく、10 分程度で 20 万 kW の出力

増加できるように火力機等を運用することで追加対策とすることができるもの

とする。 

 

また、更に過酷な条件として苫東厚真１サイト、風力、水力同時トリップ、

加えて現時点でトリップ原因や時間が確認できない約 23 万 kW の電源も同時に

トリップしたケースも、シミュレーション結果から UFR が２回動作するが追加

分も動作し、ブラックアウトを回避したことから、UFR による負荷遮断量拡大

を 35 万 kW としたことが妥当であることが確認できた。（図表４－９参照） 

このため、UFR による負荷遮断量は十分であることから現時点でさらなる

UFR 追加を求める必要ないと考えるが、UFR の時限については北海道電力に

おいて引き続き検討を行い、必要により見直しを行うべきである。 

 

図表４－９ 苫東厚真１サイト、風力･水力＋23万 kW同時トリップを 

想定したシミュレーション結果 

 

 

 



 

64 

 

さらに、実際に発生する可能性のある苫東厚真１サイト同時トリップ（N-3）

についてもシミュレーションでブラックアウトが回避できることを確認してい

る。（図表４－１０参照） 

 

図表４－１０ 苫東厚真１サイト同時トリップ（N-3）を想定したシミュレーション結果 

 

上記シミュレーション結果を踏まえ、UFR 設定等による周波数制御で需給バ

ランスのみに着目し、需要に対して負荷遮断や北本連系設備のマージン等瞬時

に対応できる対策量の比で運用上考慮すべき電源量について考察してみた。 

即ち、UFR 設定量の基本的な考え方（35 万 kW 追加後）は、需要の約 58％

となっており、今冬、苫東厚真３台の比率高くなる約 280～400 万 kW 程度の

需要に対し、北本マージン約 50 万 kW は需要の 13～18％程度であることを踏

まえると、瞬間的に周波数を制御できる対策量は需要の 71～76％ということに

なる。 

したがって、少なくとも、実需要に応じて 24～29％は苫東厚真以外の火力

等、周波数 46～47Hz 程度に周波数が低下しても運転継続可能な電源（以下

「運転継続電源」という）を稼働させておく必要がある。（図表４－１１参照） 

 

上記考え方については、今冬に至るまでの間の需給バランスにおいて、苫東

厚真１サイトフル出力、再エネ高出力となる電源脱落比率（需要 375 万 kW）

の高い断面を想定した場合でも、33％（24～29％以上）となっていることを確

認している。（図表４－１２参照） 
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図表４－１１ 需要にして確保すべき運転継続電源の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－１２ 再エネ高出力時に確保すべき運転継続電源の割合 
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なお、本ケースのシミュレーション結果、周波数低下により風力・太陽光が

脱落しても、UFR による負荷遮断だけでなく、再エネ高出力対応用の揚水が自

動遮断されるためブラックアウトを回避できることを確認している。（図表４－

１３参照） 

しかしながら、UFR は需要規模比で 52％までしか動作していないにも関わら

ず、周波数の最下点は 46.08Hz になっていることから、負荷遮断の応動時間が長い

部分が活用できていないと考えられる。この点については UFR48.0Hz の時限にお

いて、今回動作していない時限分(6%)を北海道電力が見直しを行わないのであれ

ば、運転継続電源比率 24～29％を 30～35%程度(+6%)とすべきと考える。 

 

図表４－１３ 再エネ高出力を想定した場合のシミュレーション結果 

 

    以上を踏まえ、ブラックアウトの回避をより確実なものとするためには、北

海道における当面（今冬）の対策は次の通りとする。なお、対策に実施状況に

ついては、引き続き広域機関において確認を行うこととする。 

 

1. 早期対策として緊急時措置である UFR を 35 万 kW 程度（需要規模 309 万

kW 時）追加する。 

2. 京極１, ２号機が運転できる状態であることを前提に苫東厚真３台を運転

することを可能とする。 

3. ただし、京極１台がトラブル等で停止した場合、一定の裕度を持たせる観

点からは苫東厚真１号機の出力を 20 万 kW 程度（京極１台分）抑制する。

なお、高需要期については、安定供給の観点から出力抑制ではなく、10 分

程度で 20 万 kW の出力増加できるように火力機等を運用することで追加
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対策とできる。 

4. 需要の 30～35％程度を、火力など周波数低下が起きた場合においても、運

転継続可能な電源により電力供給を行うこととする。 

5. 北本連系設備の運転に必要な短絡容量の算定に苫東厚真の発電量は考慮し

ないこと。 

6. バランス停止を行う場合には予備力を十分考慮し、当面、需要の動向に応

じて、数分から数時間で供給できる予備力を火力発電所で確保できる状態

にする。 

7. 当面、トラブル等により京極 1 台が停止し、追加対策を講じる場合には適

切に対策が行われているか、広域機関において監視する。 

 

（ウ）北海道エリアにおける発電設備や送電設備の総点検 

  今回の地震により苫東厚真発電所１号機（定格出力 35 万 kW）のボイラー

管損傷が発生し、同発電機は９月６日３時 20 分から出力低下し始め、３時

25 分に停止に至った。 

また、９月６日３時８分、送電線事故が狩勝幹線、新得追分線、日高幹線

の送電線事故（N-4：３ルート４回線）により、道東エリア及び北見エリアが

停電し、水力発電機 37 万 kW が停止した。その原因はジャンパー線と架線金

物の接近による地絡事故と考えられる。 

発電設備や送電設備の設備保安については、検証委員会の検証対象ではな

いが、主として、苫東厚真１・２・４号機の停止（N-3）に加え、狩勝幹線他

２線路の送電線事故（N-4）に伴う水力の停止により周波数制御機能（主に

AFC）が喪失したことが複合要因となり、ブラックアウトが発生したことか

ら、ブラックアウトの再発防止のため、冬季に向けた早期対策として、国に

おいては、ネットワークのレジリエンス強化の観点から、北海道エリアの発

電設備や送電設備の関連する規制への適合性の総点検を行う必要があると考

えられる。 

 

（３）北海道エリアにおける運用上の中長期対策 

（ア）北海道エリアにおける周波数低下リレー（UFR）整定の考え方 

負荷遮断量の考え方については、既述（２．（２）（ア））のとおり、大規

模電源からの電源脱落時のルート断を基本とした考え方に必ずしも不適切な点

があったとは言えないが、今回のブラックアウトを踏まえれば、再考が必要で

ある。 

加えて、今後、北海道エリアにおける需給バランスの大きな変化を見据えた

中長期対策を検討する必要がある。 
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現時点では、北海道エリアにおける需給バランスの大きな変化として、例え

ば、以下の数段階が考えられる。また、風力発電等の再生可能エネルギーの導

入が進展することも想定される。 

2019 年２～３月（石狩湾新港１号機（LNG 火力）、新北本連系設備の運転開始）  

2026 年 12 月（石狩湾新港２号機（LNG 火力）運転開始） 

2028 年度以降（京極３号機（揚水式火力）運転開始） 

2030 年 12 月（石狩湾新港３号機（LNG 火力）運転開始） 

時期未定（北本連系設備の設備点検及び設備更新） 

時期未定（原子力規制委員会における新規制基準への適合性の確認後の泊

発電所（原子力）の再稼働6） 

時期未定（再生可能エネルギーの大量導入） 

前述のとおり、少なくとも 2019 年３月までに石狩湾新港火力発電所や新北

本連系設備が運開することを踏まえ、検証委員会で今後検証されるシミュレー

ション結果を踏まえ、UFR の整定値の見直しを抜本的に行う必要があると考

えられる。 

いずれにせよ、検証委員会としては、最終報告に向けて、必要な対策の有効

性を検証するシミュレーションを行った上で、必要な対策を検討することとす

る。 

 

（イ）最大規模発電所発電機の運用 

  前述のとおり、震災時、北海道エリアにおいて、大規模揚水発電機（京極発電

所１・２号機（20 万 kW×２））の停止時に、苫東厚真発電所１箇所（発電機３台）

に供給力が集中していたことについては、論点の一つである。 

最大規模発電所発電機の運用については、当面は前述（第４章３．（２））の

とおりであるが、北海道エリアにおける需給バランスの大きな変化を見据えた中

長期対策としても、今後検討する必要がある。 

前述のとおり、北海道エリアにおける需給バランスの大きな変化として、数段

階が考えられるが、少なくとも 2019 年３月までに石狩湾新港火力発電所や新北

本連系設備が運開することを踏まえ、検証委員会で今後検証されるシミュレーシ

ョン結果を踏まえ、最大規模発電所発電機である苫東厚真１・２・４号機は京極

発電所等の他の発電所とも組み合わせて適切に運用する必要があると考えられ

る。 

いずれにせよ、検証委員会としては、最終報告に向けて、必要な対策の有効性

を検証するシミュレーションを行った上で、必要な対策を検討することとする。 

                                                   
6原子力発電所については、「高い独立性を有する原子力規制委員会によって、科学的・技術的

に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認められた場合、その判断を尊

重し、地元の理解を得ながら再稼働を進める」というのが政府の一貫した方針。 



 

69 

 

（ウ）発電機（風力、太陽光）のリレーの整定値等 

発電機の周波数低下リレー（UFR）の整定値については、現行の電気事業法

又は送配電等業務指針において詳細な定めはなく、一般送配電事業者ごとに託

送供給約款別冊の系統技術連系要件に基づき発電事業者との協議の上、設定さ

れている。 

このため、北海道電力の系統連系技術要件では、特別高圧系統の運転限界周

波数を下限 47.0Hz、上限 51.5Hz と定めており、系統事故等により周波数が運

転限界周波数を外れた場合、自動的に解列する機能を具備するようにしている

ものの、実際の整定値は必ずしも、その下限値に設定されているものではない。 

 

①風力 

   風力発電機のほぼ全て（17 万 kW）が今回の地震発生直後に周波数低下によ

り停止した。 

今回の地震発生直後の風力発電機の停止については、周波数が 46.13Hz ま

で低下していく過程で当該機能が発揮された結果であり、必ずしも問題はなか

ったと考えられる。 

しかしながら、今後、大規模電源脱落や系統分離による周波数低下時に一斉

解列等が発生し系統全体の周波数維持に大きな影響を及ぼすことを避けるた

め、ひいてはブラックアウトを極力回避するため、まずもって北海道エリアに

おいてから、個別の風力発電機の UFR の整定値が運転限界周波数の下限に設

定されているかどうか、また、最新の FRT 要件（事故時に運転を継続するた

めの要件）を満たしているかどうかを確認し、そうでない場合は、適切な対応

を講じる必要があると考えられる。 

加えて、風力発電機の UFR の整定値及び FRT 要件について、まずもって北

海道から系統連系技術要件の見直しの是非を検討する必要があると考えられ

る。 

 

②太陽光 

今回の地震発生時は夜間であったため、太陽光発電はなかったが、当面の再

発防止策を検討する際に想定した極めて厳しい断面である再エネ出力最大時

（12 時）は太陽光発電が相当量ある。 

したがって、風力発電機と同様、今後、大規模電源脱落や系統分離による周

波数低下時に一斉解列等が発生し系統全体の周波数維持に大きな影響を及ぼ

すことを避けるため、ひいてはブラックアウトを極力回避するため、まずもっ

て北海道エリアにおいてから、個別の太陽光発電機の UFR の整定値が運転限

界周波数の下限に設定されているかどうか、また、最新の FRT 要件（事故時
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に運転を継続するための要件）を満たしているかどうかを確認し、そうでない

場合は、適切な対応を講じる必要があると考えられる。 

加えて、太陽光発電機の UFR の整定値及び FRT 要件について、まずもって

北海道から系統連系技術要件の見直しの是非を検討する必要があると考えら

れる。 

 

上記①風力、②太陽光の系統連系要件の見直し検討については、まずは北海

道エリアの特性も踏まえ、関係機関・関係者（事業者、事業者団体、広域機関）

において対応を検討する必要があると考えられる。 

 

（エ）北海道エリアにおけるガバナフリー、自動周波数調整機能（AFC）、連系設

備のマージン等の周波数制御機能の再評価 

   前述の（ア）～（ウ）を踏まえ、さらに、北海道エリアにおける運用上の中長期

的対策として、北海道エリアにおけるガバナフリー、自動周波数調整機能（AFC）、

連系設備のマージン等の周波数制御機能の再評価を行った上で、必要な対策を検討

する必要があると考えられる。 

   いずれにせよ、検証委員会としては、最終報告に向けて、必要な対策の有効性を

検証するシミュレーションを行った上で、必要な対策を検討することとする。 

 

（４）北海道エリアにおける設備形成上の中長期対策 

  （ア）北本連系設備の更なる増強等 

   今回の地震発生直後において、苫東厚真２、４号機がタービン振動を検知し停止

し周波数が低下したが、マージンを活用した北本連系設備からの緊急融通等により

周波数が回復したことが確認された。 

他方、今回の事象では水力発電のトリップによる供給力の減少と需要増が発生

しており、北本連系設備については期待していた緊急融通が動作していたが、９

月６日３時 11 分以降、最大潮流のままであったため、本来備えていた急速な需要

変動を調整する機能（AFC 機能）が失われてしまった。 

今回の事象を踏まえれば、結果として、連系線性能をフル活用したマージンの

確保量で賄うことは出来なかったと言える。 

また、負荷遮断２回目からブラックアウトまでの事象として、周波数低下によ

り、他の火力及び水力等が設備保護のため停止し、北海道エリア内の電源が全て

喪失されたことにより、他励式である北本連系設備が運転不能となったことが確

認された。 
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前述のとおり北海道エリアにおけるブラックアウト発生時におけるＡＦＣ機能

を有する北本連系設備の有用性は極めて高く、自励式への変更を行えば、その有

用性は更に高まる。 

また、厳密な評価を行うにはシミュレーションを行う必要はあるが、仮に自励

式である新北本連系設備が運転開始すれば、今回の事象は相当回避できた可能性

が高いと考えられる。 

一方、新北本連系設備の整備の必要性の一つに挙げられているとおり、既存の

北本連系設備は 30 万 kW×2 極（計 60 万 kW）で構成されているが、設備点検時

には半分の 30 万 kW での運用となる。また、北本連系設備の設備更新時に伴い

30 万 kW での運用が長期に及ぶ可能性もある。 

他エリアと直流のみで連系している北海道の地理的特性を考えれば、ブラック

アウトを起こさないためには、技術的にはさらに連系設備を増強すること等が安

定供給を確保する観点から有益であることは言うまでもない。 

   したがって、北海道エリアの今後の再生可能エネルギー導入拡大と中長期的な供

給力・調整力を安定的な確保を両立させるため、ひいてはブラックアウトの再発防

止のためには、新北本連系設備の整備の着実な実施に加え、既存の北本連系設備の

自励式への変更、あるいは、新北本連系設備整備後の北本連系設備の更なる増強の

是非を早期に検討する必要があると考えられる。 

具体的には、国において、新北本連系設備整備後の北本連系設備の更なる増強が

必要となった場合の費用負担の在り方について、早期に検討を行う必要がある。ま

た、広域機関において、新北本連系設備整備後の北本連系設備の更なる増強の是非

の具体的検討を早期に行う必要があると考えられる。 
 

（イ）発電設備や送電設備の対策 

今回の地震による苫東厚真発電所１号機（定格出力 35 万 kW）のボイラー管損

傷が発生し、同発電機は９月６日３時 20 分から出力低下し始め、３時 25 分に停止

に至った。 

また、９月６日３時８分、送電線事故が狩勝幹線、新得追分線、日高幹線の送電

線事故（N-4）により、道東エリア及び北見エリアが停電し、水力発電機 37 万 kW

が停止した。その原因はジャンパー線と架線金物の接近による地絡事故と考えられ

る。 

発電設備や送電設備の設備保安については、検証委員会の検証対象ではないが、

主として、苫東厚真１・２・４号機の停止（N-3）に加え、狩勝幹線他２線路の送

電線事故（N-4）に伴う水力の停止により周波数制御機能（主に AFC）が喪失した

ことが複合要因となり、ブラックアウトが発生したことから、ブラックアウトの再

発防止のため、北海道電力においては、関連する規制への適合性の総点検を踏まえ

て、中長期的な対策の検討を行っていく必要がある。 



 

72 

 

３ ブラックアウトから一定の供給力確保に至るまでに発生した事象における

課題を踏まえた対応策（ブラックアウト後の停電規模抑制策） 

 

北海道電力においては、第３章にて詳述した今回の事象を踏まえ、以下の対策を

講じる必要があると考えられる。 

ブラックアウトを想定した手順書の準備、訓練等は、確実に実施されており、今

回の事故復旧においても、ほぼ手順どおりに行われているものの、１回目のブラッ

クスタート失敗や北本連系設備からの受電の遅延な等を回避できていれば、数時間

程度の短縮が限度であるとは言え、より早期の停電復旧の可能であったことが考え

られる。 

これまで経験したことのないような実系統でのブラックアウトからの復旧にお

いては、今回の復旧時間は妥当と考えられるが、復旧時間の短縮に向け、今回の事

象を踏まえた手順書の充実ならびに訓練の実施が望まれる。また、新北本連系設備

の運転開始により復旧手順も見直しとなり、復旧時間の短縮に寄与できることを期

待する。 

北海道電力においては、第３章にて詳述した今回の事象を踏まえ、以下の対策や

検討が必要であると考えられる。 

図表４－８ 対策ならびに検討が必要な項目 

 

① 今回の検証で明らかになった課題を教訓とした復旧手順等の見直し 

② ブラックスタートの訓練や研修の充実 

③ 新北本連系設備を活用したブラックスタート機能の付与とその手順のマニュ

アル化 

④ ブラックスタート機能の強化に必要な設備対策 
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おわりに 

 

  平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する一連の事象に関する検証

についての政府への最終的な提言は、本年内頃を目途としている最終報告において行

うが、この中間報告においても問題点の指摘と解析を踏まえ、本章の２から４までに

おいていくつかの技術的な考察を個別の提言を行ったものである。 

 

  既に本文中で記載のとおり、今回の事象は、主として、同一発電所の全ての電源の

脱落（N-3）と主要な送電線の事故（N-4）（に伴う水力の停止により周波数制御機能

（主に AFC 機能）が喪失したこと）が同時に起こったことが複合要因となり、ブラ

ックアウトが発生したものと考えられる。 

現在の設備形成上のルールでは、N-2 故障（電力設備の２箇所同時喪失に伴う故障）

以上の稀頻度リスクに対して一定の停電を許容しており、国際的に見ても、N-1（電

力設備の単一故障）の考え方に多少の差異はあるものの、N-2 以上の事象については

運用において連鎖的な停電を防ぐことが原則としているものである（すなわち、停電

は許容するが運用によりブラックアウトは極力回避すべき）。 

  また、今回のような大規模地震に伴って電力設備に起きるであろう事象の全てを想

定し、かつ、事前にその全ての対策を講じることを発電や送電サイドに求めることは、

需要側でより合理的な対策がある場合などを含め、徒に冗長性を高めてしまうおそれ

が大きく、結果として社会的な便益を低下させてしまうことから、合理的ではない。 

したがって、北海道電力の設備形成については、現在の設備形成上のルールに照ら

し不適切な点は確認されず、また、北海道電力の運用についても、検証の結果、事前

に想定していた運用対策も含めて必ずしも不適切であったとは言えない。 

 

しかしながら、今回の事象がもたらす社会的影響を勘案すれば、今後、ブラックア

ウトを極力回避するため、停電発生のリスクや発生時間を低減する運用上の対策を検

討し実施する必要があると考えられる。 

運用上の対策として、まずもって当面（今冬）の早期対策、その上で中長期的な対

策を講じる必要があると考えられる。 

また、運用上の対策では解消が困難である場合があり得ることから、運用上の対策

の検討と並行して設備対策を検討し、運用上の対策の検討結果を見極めた上で、必要

に応じ実施する必要があると考えられる。 

なお、とりわけ、北海道エリアの最大規模発電所の全発電機同時脱落の稀頻度リス

ク対応を想定した、ブラックアウトを極力回避するために必要な運用上及び設備形成

上の中長期的な対策については、系統技術的な観点からは実施が望ましいと考えられ

るが、今後、国等において、経済性等を含む総合的な観点からの検討・検証が行われ
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る必要があると考えられる。 

  加えて、検証委員会のみならず、国、広域機関等において、今後、これら運用上及

び設備形成上の対策を検討するに当たり、以下３点を強く留意する必要があると考え

られる。 

  ①今回、我が国において初めてブラックアウトが発生したことは紛れもない現実で

あり、今後、我が国においてブラックアウトは発生し得るものとして、改めて検

討する必要があること。 

②様々な制度や対策については、技術的制約はもとより、経済的制約、社会的制約、

歴史的制約、地域的制約等の様々な制約の下で制定・設定されてきたものである

こと。例えば、対策を講じることは技術的に可能なものについても、費用及び負

担の在り方等も総合的に検討していく必要があること。 

③短期的な視点ではなく、中長期的な視点で検討すること。例えば、電力システム

改革の進捗を踏まえること、再生可能エネルギーの大量導入を見据えることは言

うまでもなく、時間や費用を要するが中長期には電力システム全体で最適な対策

を検討する必要があること。 

 

検証委員会は主として技術的検証を行うものの、それにとどまらず、改めて検討す

る必要がある事項についても、中間報告として提言している。 

検証委員会は、今後、シミュレーション作業等を最大限速やかに進め、早ければ本

年中を目途に、シミュレーション結果等を踏まえた最終報告を取りまとめることがで

きるよう検証を継続していくこととする。 

 

 


